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一

は
じ
め
に

　

こ
の
論
文
は
愛
知
県
津
島
市
一

に
あ
る
津
島
神
社
に
伝
わ
る
「
太
々
講
神
楽
」
の
現
況
と
歴
史
的
変
遷
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
津
島
神
社
は
、
江
戸
時
代
ま
で
津
島
牛
頭
天
王
社
と
呼
ば
れ
、
京
都
の
八
坂
神
社
と
同
じ
く
、
牛
頭
天
王
を
祀
る
社
で
あ
る
。
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
境
内
の
西
の
楼
門
は
豊
臣
秀
吉
の
寄
進
（
一
五
九
一
年
）、
本
殿
は
松
平
忠
吉
の
妻
・
政
子
に
よ
る
寄
進

（
一
六
〇
五
年
）
で
二

、
武
士
の
崇
敬
も
篤
か
っ
た
大
き
な
社
で
あ
る
。
現
在
七
月
に
行
わ
れ
る
天
王
祭
三

は
「
尾
張
津
島
天
王
祭
の
車
楽
舟

行
事
」
と
し
て
、
一
九
八
○
年
に
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
、
ま
た
二
○
一
六
年
に
は
日
本
全
国
の
山
・
鉾
・
屋
台
な
ど
の
風

流
芸
能
の
ひ
と
つ
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
四

。「
尾
張
津
島
天
王
祭
の
車だ
ん

楽じ
り

」
は
一
九
八
四
年
に
愛
知
県
の
有

形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
五

。

　

近
世
に
は
津
島
御
師
が
全
国
に
布
教
活
動
を
展
開
し
、
多
く
の
信
者
が
津
島
に
参
詣
し
た
（
石
田　

二
〇
一
〇
、
石
田　

二
〇
一
五
）。

そ
の
折
、参
詣
者
が
宿
泊
し
た
御
師
（
天
王
社
の
神
職
）
の
家
で
演
じ
ら
れ
た
の
が
「
太
々
神
楽
」
で
あ
る
。
現
在
、津
島
神
社
で
は
「
太
々

講
神
楽
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
四
月
一
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
六

。「
太
々
講
神
楽
」
は
、
江
戸
時
代
の
記
録
で
は
「
太
々

（
代
々
）
神
楽
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。「
太
々
講
」
と
は
、
津
島
神
社
の
信
者
に
よ
る
団
体
組
織
「
講
（
講
社
）」
の
こ
と
で
、
講
の
会
員

は
資
金
を
積
み
立
て
、
順
番
に
津
島
神
社
に
参
詣
し
、「
太
々
神
楽
」
を
あ
げ
、
そ
れ
を
見
学
し
て
お
札ふ
だ

を
授
与
さ
れ
る
。
現
在
の
「
太
々

講
神
楽
」
で
は
巫
女
に
よ
る
〈
八や

雲く
も

舞ま
い

〉
と
、
宮
中
で
も
行
わ
れ
る
御
神
楽
の
中
の
一
曲
〈
其そ
の

駒こ
ま

〉
が
演
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
行

寺
　
内
　
直
　
子
　
　

津
島
神
社
「
太
々
講
神
楽
」
の
歴
史
的
変
遷

　
　
　
　
　
―
―
芸
能
の
「
地
域
性
」
と
「
中
央
化
」
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わ
れ
て
い
る
〈
八
雲
舞
〉
は
じ
つ
は
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
、
宮
内
省
の
楽
師
・
多
忠
朝
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
六
）
に
よ
っ
て
創
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
七

。
ま
た
、
宮
中
で
行
わ
れ
て
き
た
〈
其
駒
〉
が
い
つ
か
ら
津
島
で
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
「
太
々
神
楽
」
は
こ
れ
と
は
異
な
る
内
容
で
、「
湯
立
」「
巫
女
舞
」「
揺
輪
散
米
」「
小
童
弓
矢
」「
津
島

笛
」「
山
廻
り
」
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
実
態
は
今
日
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
ま
ず
実
地
調
査
に
よ
る

現
在
の
「
太
々
講
神
楽
」
の
実
態
を
報
告
し
、
次
に
、
江
戸
時
代
の
『
張
州
雑
志
』、
旧
津
島
町
史
な
ど
の
史
料
と
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り

調
査
に
基
づ
き
、「
太
々
神
楽
」
の
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
変
遷
を
た
ど
る
。
最
後
に
、そ
の
変
遷
の
意
味
を
「
地
域
性
」
と
「
中
央
化
」

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。

一
、
現
在
の
「
太
々
講
神
楽
」

　

現
在
、
津
島
神
社
で
は
、
四
月
一
日
〜
一
三
日
に
か
け
て
「
太
々
講
神
楽
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
現
在
、
一
〜
七
日
ま
で

は
午
前
一
一
時
か
ら
の
一
回
、八
〜
一
三
日
ま
で
は
午
前
一
一
時
と
午
後
三
時
の
二
回
、修
さ
れ
て
い
る
八

。
内
容
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

巫
女
が
舞
う
〈
八
雲
舞
〉
と
神
職
が
舞
う
御
神
楽
の
〈
其
駒
〉
で
あ
る
。

　

筆
者
が
二
○
一
九
年
四
月
一
一
日
（
午
前
一
一
時
と
午
後
三
時
の
二
回
）
を
実
際
に
見
学
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
次
第
の
概
略
は
次

の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
神
職
に
よ
る
参
加
者
全
員
（
儀
式
を
執
行
す
る
神
職
、
演
奏
の
楽
人
、
太
々
講
員
の
人
々
）
の
お
祓
い
が
あ
り
、

献
饌
、
祝
詞
が
あ
り
、
続
い
て
〈
八
雲
舞
〉
と
〈
其
駒
〉
が
奏
さ
れ
る
。〈
八
雲
舞
〉
と
〈
其
駒
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
七
〜
八
分
の
演
奏
時
間
で

あ
る
。
そ
の
後
、
神
職
に
よ
る
真
魚
箸
料
理
（
素
手
で
魚
に
触
れ
る
こ
と
な
く
金
属
の
箸
と
庖
丁
に
よ
っ
て
切
身
に
分
け
る
儀
式
）
が
講

員
の
目
の
前
で
行
わ
れ
る
。
真
魚
箸
料
理
の
間
は
唐
楽
の
奏
楽
が
あ
る
九

。

一
ー
一
、〈
八
雲
舞
〉

　

現
在
行
わ
れ
て
い
る
巫
女
舞
は
〈
八
雲
舞
〉
と
呼
ば
れ
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
宮
内
省
の
楽
人
の
多
忠
朝
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
。
津
島
神
社
が
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
国
幣
小
社
に
昇
格
し
た
の
を
記
念
し
て
一
〇

、
多
忠
朝
に
創
作
を
依
頼
し
た

と
い
う
（
津
島
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）。
歌
と
数
種
類
の
伴
奏
楽
器
と
舞
か
ら
成
っ
て
い
る
。
歌
の
歌
詞
は
、
津
島
神
社
の
祭
神
が
須
佐
之

男
命
で
あ
る
こ
と
に
因
み
一
一

、『
古
事
記
』
に
見
え
る
、
須
佐
之
男
命
が
櫛
名
田
比
売
を
妻
と
す
る
時
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
八
雲
立
つ
出

雲
八
重
垣
妻
篭
み
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　

作
曲
・
作
舞
を
行
っ
た
多
忠
朝
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
六
）
は
、
宮
内
省
楽
部
の
楽
人
で
あ
る
。
京
都
方
楽
人
・
多
忠
古
の
三
男
と
し

て
生
ま
れ
、
明
治
四
二
年
（
一
九
○
九
）
に
宮
内
省
の
楽
師
に
任
官
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
に
楽
長
と
な
っ
た
一
二

。
忠
朝
は
、
宮

内
省
の
楽
人
と
し
て
活
動
す
る
か
た
わ
ら
、
早
く
か
ら
神
社
に
お
け
る
祭
祀
音
楽
の
興
隆
を
説
き
、
在
職
中
の
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年

に
神
社
音
楽
協
会
を
設
立
し
た
。
こ
の
団
体
は
、
忠
朝
の
死
後
、
娘
の
多
静
子
（
一
九
一
二
〜
二
○
一
三
）
が
継
い
だ
。
平
成
二
三
（
二

○
一
一
）
年
に
一
般
社
団
法
人
と
な
り
、
静
子
の
死
後
も
存
続
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
一
三

。
忠
朝
は
、
昭
和
一
五
（
一
九
四
○
）
年
の

紀
元
二
千
六
百
年
の
祝
典
に
際
し
て
、
宮
内
省
楽
部
が
制
作
し
た
〈
昭
和
楽
〉〈
悠
久
〉
の
作
曲
、
作
舞
を
担
当
し
た
ほ
か
、
全
国
の
神
社

で
奉
奏
さ
れ
た
巫
女
舞
〈
浦
安
の
舞
〉
を
創
作
し
た
一
四

。

　

多
忠
朝
は
こ
の
他
に
も
多
数
の
楽
舞
を
創
作
し
て
い
る
が
、
作
品
の
全
貌
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
神
社
音
楽
協
会
が
一
九
九
七
年

に
発
行
し
た
C
D『
神
前
音
楽
』の
解
説
書
に
よ
れ
ば
、「
新
作
し
た
も
の
は
百
曲
余
」に
及
ぶ
と
い
う
。
戦
前
に
創
作
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、

右
の
作
品
の
他
、〈
懐
古
〉（
一
九
四
○
）、〈
岩
屋
戸
神
楽
〉（
一
九
三
五
）、〈
朝
鮮
神
宮
奉
讃
唱
歌
〉（
一
九
三
五
）、〈
楽
蹲
〉（
一
九
三
六
）、〈
胡

蝶
〉（
一
九
三
六
）、〈
八
乙
女
の
舞
〉（
一
九
三
三
）、〈
八
雲
舞
〉（
一
九
二
七
）、〈
靖
国
の
舞
〉（
一
九
四
二
）
な
ど
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、戦
後
作
曲
、も
し
く
は
創
作
年
不
明
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
（〈
み
た
ま
慰な
ご
めの

舞
〉（
一
九
五
一
）、〈
玉
垣
の
舞
〉〈
富
岡
の
舞
〉

な
ど
）、
さ
ら
に
、
時
折
、
古
音
盤
に
よ
っ
て
新
た
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
見
つ
か
る
こ
と
も
あ
る
一
五

。
忠
朝
作
品
は
お
お
む
ね
神
社
の
祭
祀

用
の
舞
が
多
い
が
、〈
楽
蹲
〉、〈
胡
蝶
〉（
一
九
三
六
）
の
よ
う
に
、伝
統
的
な
雅
楽
の
楽
曲
を
（
当
時
の
）
現
代
風
に
編
曲
し
た
作
品
も
あ
る
。

ま
た
テ
ノ
ー
ル
や
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
が
歌
う
歌
曲
の
〈
岩
屋
戸
神
楽
〉〈
朝
鮮
神
宮
奉
讃
唱
歌
〉
な
ど
も
あ
る
一
六

。

　

右
に
挙
げ
た
忠
朝
作
品
の
中
で
は
、
津
島
神
社
の
〈
八
雲
舞
〉
は
も
っ
と
も
古
い
。
忠
朝
が
神
社
音
楽
協
会
を
設
立
す
る
以
前
か
ら
、
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神
社
祭
祀
の
歌
舞
の
興
隆
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
れ
を
実
践
す
る
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
〈
八
雲
舞
〉
の
音
楽
は
、
筆
者
が
実
際
に
見
学
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
歌
、
笛
（
神
楽
笛
）、
篳
篥
か
ら
成
っ
て
い
る
一
七

。
雅
楽
の
他

の
歌
も
の
と
同
様
、
歌
唱
者
は
笏
拍
子
を
打
ち
な
が
ら
歌
う
。
笛
の
独
奏
に
よ
る
「
参
入
音
声
」
で
舞
人
の
巫
女
が
左
右
の
控
え
所
か
ら

二
人
ず
つ
登
場
し
、本
殿
と
拝
殿
の
間
の
広
間
で
合
流
す
る
。〈
八
雲
舞
〉
当
曲
の
部
分
で
四
人
が
舞
う
。
舞
が
終
る
と
、「
退
出
音
声
」（
音

楽
は
「
参
入
音
声
」
と
同
じ
）
で
舞
人
が
二
人
ず
つ
左
右
に
分
か
れ
て
退
場
す
る
。

　

巫
女
は
緋
の
袴
に
千
早
を
着
し
、手
に
榊
の
枝
を
持
っ
て
舞
う
。
登
場
す
る
と
す
ぐ
に
横
一
列
に
神
前
に
着
座
し
、深
々
と
拝
礼
し
た
後
、

座
っ
た
ま
ま
、
ま
ず
手
を
動
か
し
て
舞
い
始
め
る
。
や
が
て
立
ち
上
が
り
、
四
人
で
輪
を
作
り
、
輪
の
内
側
を
向
い
た
り
、
外
側
を
向
い

た
り
し
な
が
ら
、
反
時
計
ま
わ
り
に
位
置
を
変
え
て
行
く
。
舞
楽
〈
春
庭
花
〉
の
よ
う
に
、
花
が
開
い
た
り
閉
じ
た
り
す
る
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
。
舞
の
終
結
部
で
は
再
び
神
前
に
一
列
に
着
座
し
て
舞
い
、
拝
礼
し
て
終
る
。

　

な
お
、
唐
楽
、〈
其
駒
〉、〈
八
雲
舞
〉
な
ど
の
歌
、
奏
楽
、
舞
は
す
べ
て
、
神
社
を
本
拠
と
し
て
月
二
回
練
習
し
て
い
る
八
雲
会
が
行
っ

て
い
る
。
会
は
津
島
神
社
の
神
職
と
津
島
在
住
の
一
般
人
か
ら
成
っ
て
い
る
。〈
八
雲
舞
〉
の
舞
手
は
津
島
神
社
の
巫
女
、〈
其
駒
〉
は
男

性
の
神
職
で
あ
る
。
八
雲
会
の
起
源
は
詳
か
で
は
な
い
が
、〈
八
雲
舞
〉
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
一
八

。

一
ー
二
、
御
神
楽
〈
其
駒
〉

　

御
神
楽
と
は
、
宮
廷
儀
式
に
お
い
て
神
の
た
め
に
演
じ
ら
れ
る
歌
舞
の
こ
と
で
、
全
国
諸
地
域
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
間
芸
能
の
「
里

神
楽
」
と
区
別
し
て
「
御み

神か
ぐ
ら楽

」
と
称
さ
れ
る
。
御
神
楽
の
演
目
や
形
式
は
平
安
時
代
中
期
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
、
往
時
は
数
十
曲
伝

承
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
数
を
減
ら
し
た
と
は
い
え
、
現
在
で
も
宮
中
で
は
次
の
よ
う
な
演
目
が
演
じ
ら
れ
て
お
り
（
林　

一
九
八
九
）、
上

演
に
は
数
時
間
か
か
る
。
＊
を
付
し
た
も
の
に
は
「
人に
ん

長ぢ
ょ
う」
と
呼
ば
れ
る
儀
式
執
行
長
に
よ
る
舞
（
人
長
舞
）
が
あ
る
。

　

浄
め	

〈
庭に
わ

燎び

〉〈
阿あ

知ぢ

女め

作
法
〉
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神
お
ろ
し
（
採と
り

物も
の

）	

〈
榊
〉〈
幣
み
て
ぐ
ら〉〈

＊
韓か
ら

神か
み

〉

　

神
あ
そ
び	

〈
薦こ
も

枕ま
く
ら〉〈

志し

都ず

也や

〉〈
磯い
そ

等ら

〉〈
篠さ
ざ

波な
み

〉〈
千せ
ん

歳ざ
い

〉〈
早は
や

歌う
た

〉

　

神
お
く
り	

〈
吉
々
利
々
〉〈
得と
く

銭ぜ
に

子こ

〉〈
木ゆ

う綿
作つ
く
る〉〈
朝
倉
〉〈
＊
其そ
の

駒こ
ま

〉

　　

御
神
楽
を
演
じ
る
所
作
人
は
次
の
よ
う
に
本も
と

方か
た

、
末す
え

方か
た

と
い
う
二
部
に
分
か
れ
て
座

す
。
図
一
は
江
戸
時
代
の
京
都
方
楽
人
・
安
倍
季
尚
（
一
六
二
二
〜
一
七
〇
八
）
が
著

し
た
『
楽
家
録
』（
一
六
九
〇
年
成
立
）
の
図
を
も
と
に
作
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
現

在
で
は
、
堂
上
と
地
下
と
い
う
身
分
の
区
別
は
な
く
、
宮
内
庁
の
楽
師
が
、
神
前
の
神

楽
舎
の
中
で
本
方
と
末
方
に
分
か
れ
、
歌
（
笏
拍
子
）、
和
琴
、
神
楽
笛
、
篳
篥
を
担

当
す
る
。

　

津
島
神
社
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
御
神
楽
は
、
前
掲
、
宮
中
の
御
神
楽
の
楽
曲
の
う

ち
最
後
に
演
じ
ら
れ
る
〈
其
駒
〉
の
み
で
あ
る
。
宮
中
で
は
、「
そ
の
駒
ぞ
や	

我
に	

我

に
草
請
ふ	

草
は
取
り
飼
は
む	

水
は
取
り
飼
は
む
や
」
と
い
う
歌
詞
を
二
度
歌
い
、
前

半
は
非
拍
節
的
な
リ
ズ
ム
で
歌
わ
れ
（
こ
れ
を
「
三
度
拍
子
」
と
言
う
）、
後
半
は
拍

節
的
に
な
る
（
こ
れ
を
「
揚
拍
子
」
と
言
う
）。〈
其
駒
〉
三
度
拍
子
の
最
後
に
人
長
が

登
場
し
て
、
三
度
拍
子
に
続
い
て
揚
拍
子
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
舞
い
始
め
る
。
津
島
神

社
で
は
三
度
拍
子
を
略
し
て
い
る
た
め
、〈
朝
倉
音
取
〉
と
い
う
篳
篥
の
独
奏
曲
の
始

め
の
部
分
を
吹
い
て
舞
人
の
登
場
の
伴
奏
と
し
て
い
る
。
筆
者
が
実
見
し
た
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
八
雲
会
の
三
名
に
よ
っ
て
歌
、
篳
篥
、
神
楽
笛
が
奏
さ
れ
て
い
た
。

　

以
上
が
、現
在
の
「
太
々
講
神
楽
」
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、江
戸
時
代
ま
で
の
「
太
々

図一　江戸時代（一七世紀末頃）の御神楽の図一九
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神
楽
」
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

二
、
江
戸
時
代
の
「
太
々
神
楽
」

二
ー
一
、『
張
州
雑
志
』
か
ら
知
ら
れ
る
「
太
々
神
楽
」
の
次
第

　
『
張
州
雑
志
』
は
尾
張
藩
士
の
内
藤
正
参
（
東
甫
）（
一
七
二
八
〜
一
七
八
八
）
が
藩
主
・
徳
川
宗
睦
の
命
で
調
査
・
執
筆
し
、内
藤
の
死
後
、

一
七
八
九
年
、赤
林
信
定
に
よ
っ
て
編
集
、藩
主
に
献
上
さ
れ
た
尾
張
藩
内
の
地
誌
で
あ
る
。
正
参
は
画
業
に
も
通
じ
て
お
り
、『
張
州
雑
志
』

に
は
多
数
の
絵
図
が
含
ま
れ
る
二
〇

。

　
『
張
州
雑
志
』
巻
第
七
三
「
津
嶋
社
年
中
行
事
」
の
附
録
「
附
太
々
神
楽
」
は
、
ま
ず
「
太
々
神
楽
」
の
概
要
を
示
す
。
わ
ず
か
数
行
の

記
述
で
あ
る
が
、
重
要
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。

近
年
社
家
太
々
神
楽
ヲ
執
行
ス
。
津
嶌
ハ
伊
勢
熱
田
ノ
後
ニ
而
別
テ
近
年
行
之
。
其
式
伊
勢
ニ
似
タ
リ
。
社
家
ノ
宅
ニ
而
勤
之
。
神
官

以
上
ハ
下
人
勤
之
、
神
楽
以
下
ノ
社
人
ハ
自
行
之
。
社
家
太
々
神
楽
ノ
記
云
。（
句
読
点
恣
意
）

　

右
に
よ
れ
ば
、
津
島
の
「
太
々
神
楽
」
は
伊
勢
や
熱
田
に
遅
れ
て
「
近
年
」（
江
戸
中
期
と
推
測
さ
れ
る
）
始
ま
っ
た
。
そ
の
形
式
は
伊

勢
の
も
の
に
似
て
い
る
と
い
う
。
神
楽
は
「
社
家
ノ
宅
」
で
行
わ
れ
る
、
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
社
家
が
御
師
と
し
て
参
詣
の
信
者
を
自
邸

に
宿
泊
さ
せ
、
そ
こ
で
「
太
々
神
楽
」
を
演
じ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
社
家
で
行
う
神
楽
に
は
、「
神
官
以
上
」
の
者
の
家

で
行
わ
れ
る
場
合
と
、「
神
楽
以
下
」
の
者
の
家
で
行
わ
れ
る
場
合
で
様
式
が
異
な
っ
て
い
た
。「
神
官
」
や
「
神
楽
（
方
）」
は
津
島
天
王

社
に
お
け
る
社
家
の
身
分
階
層
の
種
類
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
社
家
に
は
、「
神
主
」、「
神
官
」、「
神
楽
方
」、「
神
子
方
」、「
庶

子
祢
宜
」
の
別
が
あ
っ
た
。「
神
楽
以
下
」
と
は
、神
楽
方
、神
子
方
、庶
子
祢
宜
の
家
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。「
神
官
」
家
で
行
う
場
合
は
、

神
官
自
身
で
は
な
く
「
下
人
」
が
行
う
、
と
あ
る
。
こ
の
「
下
人
」
は
、
そ
の
家
に
属
す
る
従
者
的
身
分
の
家
内
の
者
と
考
え
る
こ
と
も
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で
き
る
が
、「
神
楽
方
」
以
下
の
社
家
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
神
官
」
家
の
神
楽
は
、「
神
楽
方
」
以
下
の
者
が
来
て
、
演
じ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
神
楽
以
下
」
の
家
で
の
「
太
々
神
楽
」
は
、
そ
の
家
の
主
の
神
楽
方
、
神
子
方
、
庶
子
祢
宜
が
「
自
ら
之
を
行
な
っ

た
」
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
づ
い
て
『
張
州
雑
志
』「
附
太
々
神
楽
」
条
で
は
、「
神
官
」
と
「
神
楽
以
下
」
の
式
次
第
を
解
説
す
る
。
両
者
を
対
比
し
た
も
の
が

表
一
で
あ
る
。
表
の
左
端
に
、
儀
式
の
行
程
の
通
し
番
号
（
①
〜
⑯
）
を
ふ
っ
た
。
①
か
ら
⑤
ま
で
は
、
浄
め
、
儀
式
執
行
の
人
々
の
着
座
、

拝
礼
、献
饌
、祝
詞
奏
上
で
、⑥
か
ら
⑬
ま
で
が
神
楽
で
あ
る
。「
神
子
湯
立
」「
笏
拍
子
（
木
々
合
々
）」「
揺
輪
散
米
」「
小
童
弓
矢
段
」「
神

子
鈴
段
」「
津
島
笛
」「
山
廻
リ
ノ
段
」
な
ど
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
子
（
巫
女
）
が
湯
を
奉
る
「
湯
立
」
の
部
分
が
、「
神

官
」
宅
で
は
⑥
に
あ
る
の
に
対
し
、「
神
楽
以
下
」
宅
で
は
⑪
に
見
え
る
（「
鈴
段
」
の
直
前
）。
そ
の
他
は
、
構
造
的
に
前
者
と
後
者
で
は

大
同
小
異
の
よ
う
に
見
え
る
二
一

。

　

⑥
湯
立
に
つ
い
て
は
、『
張
州
雑
志
』「
神
官
以
上
」
宅
で
の
次
第
の
次
に
、
神
楽
歌
の
歌
詞
が
列
挙
さ
れ
て
い
て
（
後
述
）、
そ
の
中
に
、

〈
神
楽
歌
湯
神
子
出
立
〉
と
〈
初
段
湯
取
神
子
〉
が
見
え
る
。
神
楽
歌
が
歌
わ
れ
る
間
に
神
子
が
湯
取
り
の
所
作
を
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑦
「
笏
拍
子
」
は
、
現
在
雅
楽
で
使
用
さ
れ
て
い
る
楽
器
と
し
て
の
笏
拍
子
を
指
す
の
か
、
楽
曲
の
一
つ
な
の
か
は
、『
張
州
雑
志
』
の
記

述
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
神
楽
の
全
体
の
構
造
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
演
目
の
終
結
、
も
し
く
は
始
ま
り
を
区

切
る
合
図
と
し
て
打
た
れ
る
打
楽
器
の
音
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

⑧
「
揺
輪
散
米
」
の
「
揺
輪
」
は
、
丸
い
浅
い
桶
の
よ
う
な
「
ユ
リ
輪
」
の
上
に
弓
を
渡
し
、
棒
で
打
つ
、
現
在
「
弓
神
楽
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
神
楽
の
所
作
を
想
像
さ
せ
る
二
二

。
実
際
、
後
述
す
る
絵
図
に
は
「
揺
輪
」
が
描
か
れ
て
い
る
。「
揺
輪
散
米
」
の
次
に
は
⑨
「
小

童
弓
矢
段
」
が
あ
り
、
小
童
が
四
方
と
中
央
に
向
っ
て
弓
矢
で
射
る
所
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
二
三

。

　

次
に
⑪
「
神
子
鈴
段
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
神
社
で
見
ら
れ
る
、
神
子
が
鈴
を
手
に
舞
う
神
楽
と
推
測
さ
れ
る
。

　

⑫
「
津
嶋
笛
」
は
「
楽
一
人
」
と
「
太
鼓
一
人
」
か
ら
成
っ
て
い
た
。
ま
た
、「
神
楽
以
下
」
宅
の
記
述
に
は
「
六
月
車
楽
ノ
拍
子
ヲ
用
ユ
」

と
あ
り
、
旧
暦
六
月
に
行
わ
れ
て
い
た
天
王
祭
の
山
車
の
音
楽
二
四

を
転
用
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
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表一　『張州雑誌』津島の太々神楽の次第
神官宅の次第 神楽歌 神楽方以下宅の次第 神楽歌

① 塩水［上下着勤之］ 先塩水［上下着者勤之］

② 社家出仕烈座［浄衣狩衣］
次ニ衆官烈座［家々ノ衣躰］

③
祝詞出テ軾ニ着
一拜シ而警蹕［柏手］
総社家拜［柏手］

次ニ祝詞師膝突ニ着テ拜シ
警蹕起テ拜メ柏手
次ニ衆官拜柏手

④
介添供御神酒ヲ運ブ　
祭主神酒ヲ奉［此間太
鼓笛ヲナラス］

次ニ介添轉供祭主献供［介添神酒
ヲ運フト祭主神前ニ献ス　此間笛
太鼓有］

⑤
次奉幤祝詞　 次ニ介添奉幤ヲ渡　祭主奉幤拜柏

手
次ニ介添祝詞ヲ差出

⑥ 次神子湯ヲ奉［チハヤヲ着］
♩神楽歌湯神子出立
♩初段湯取神子

是ヨリ神楽

⑦ 笏拍子［是ヨリ神楽　祭主祝詞如式］
一　笏拍子

⑧ 次揺輪散米 一　ユリ輪散米

⑨

次小童矢段［大口直垂
ヲ着］　四人四隅ヲ射
　二人中央ヲ射［此内
神楽歌］

♩二段小童弓之式 小童弓矢之段　四人四隅ヲ射ル
［衣躰大口直垂］　二人中央ヲ射ル
　右之内神歌神楽

⑩ 木々合々 一　笏拍子
♩三段小童鋤鍬式　神
子五穀之式

⑪

次神子鈴段 ♩四段鈴之舞 神子之段
一　神歌神楽　神子湯ヲ奉ル
一　神歌神楽　神子鈴ヲ奉ル
一　笏拍子

神歌七首（2首
=新年、3首 =
弓、2首 =ひ
さ？）

♩五段田植早乙女之式
♩六段恵美須舞

⑫

次津嶌笛［楽一人　大
鼓一人］

津嶋笛之段
一　小童　楽　太鼓［六月車楽ノ
拍子ヲ用ユ］
一　笏拍子

⑬

次笏拍子山廻リノ段
［庭田遊之拍子擬フ］　
小童神子勤之　小童鍬
ヲ持　舞畢テ退座

♩七段神子小童不残立
舞
♩八段山廻り津嶌笛
［鞨鼓役五人　神子八
人　小童四人　不残山
廻り　此間　笛鞨鼓拍
子本日吉太鼓留ニテ鞨
鼓役神子小童モ本座ニ
着］

山廻リ之段［此時庭田遊之拍子ニ
擬フ］小童鋤鍬ヲ持ツ

⑭

次祭主備物ヲ撤テ拜シ
警蹕　退下

次ニ祭主出テ拜ス
次ニ祭主奉幤ヲ取ヲ介添ニ渡ス
次ニ介添奉幤ヲ願主ニ頂戴為シム
次ニ献膳ヲ徹ス

⑮ 総社家同拜シ而退下 次ニ祭主拜衆官拜畢テ退座

⑯

千秋楽神謌［鞨鼓五人］神楽勤役　祭主幤使［一人］権官
［六人］木々合 ［々一人］揺輪［一人］
神歌［二人］拜笛［三人］皷［四人］
楽　小童　小女　大行司［二人］
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⑬
「
山
廻
リ
ノ
段
」
は
、
小
童
と
神
子
全
員
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
小
童
は
鋤
鍬
を
持
っ
て
舞
っ
た
。
音
楽
は
〈
庭
田
遊
之

拍
子
〉
に
擬
う
も
の
だ
っ
た
。〈
庭
田
遊
之
拍
子
〉
は
、
津
島
神
社
で
新
春
に
行
わ
れ
て
い
た
田
遊
二
五

の
音
楽
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。「
山

廻
り
」
は
伊
勢
の
太
々
神
楽
に
も
見
ら
れ
る
作
法
で
、「
山
」
と
は
祭
壇
「
神ひ
も

籬ろ
ぎ

」
の
こ
と
だ
と
言
う
。
神
子
ら
が
「
神
籬
」
の
廻
り
を
「
右

回
り
」
に
歩
く
の
が
「
山
廻
り
」
で
あ
っ
た
（
本
田　

一
九
九
五
（
一
九
五
四
）
：
三
九
）。
後
述
す
る
よ
う
に
、津
島
「
太
々
神
楽
」
の
「
山

廻
リ
」
も
笛
と
太
鼓
の
囃
子
に
乗
っ
て
、
祭
壇
を
廻
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
の
通
り
、
津
島
神
社
で
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
「
太
々
神
楽
」
の
式
次
第
は
湯
立
、
弓
神
楽
、
山
廻
り
な
ど
種
々
の
要
素
を

取
り
込
ん
だ
も
の
で
、
小
童
、
神
子
（
巫
女
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
形
式
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
ー
二
、
神
楽
歌
の
歌
詞　

　
『
張
州
雑
志
』
は
、「
神
官
」
宅
で
執
行
さ
れ
る
「
太
々
神
楽
」
の
次
第
を
一
通
り
解
説
し
た
後
、
神
楽
歌
の
歌
詞
を
列
挙
し
て
い
る
。

そ
の
半
分
以
上
は
、
右
に
示
し
た
「
神
官
」
宅
の
「
太
々
神
楽
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
対
応
し
て
歌
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
式
次
第

中
に
直
接
的
に
対
応
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
な
い
歌
詞
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
以
下
に
そ
の
歌
詞
の
全
文
を
掲
げ
る
。

全
体
に
、
水
が
豊
か
な
津
島
の
地
を
神
が
良
い
場
所
だ
と
思
い
宮
居
を
定
め
た
こ
と
、
神
が
さ
ま
ざ
ま
に
恩
恵
を
施
し
て
く
れ
る
こ
と
を

お
お
ら
か
に
謳
い
あ
げ
て
い
る
。

（
一
）〈
神
楽
歌	

湯
神
子
出
立
〉
と
〈
初
段	

湯
取
神
子
〉

　
「
太
々
神
楽
」
の
⑥
「
次
神
子
湯
ヲ
奉
」
の
と
こ
ろ
で
歌
わ
れ
た
歌
詞
と
推
測
さ
れ
る
。
歌
詞
に
「
津
島
の
渡
り
」「
尾
張
の
国
」
な
ど
、

当
地
を
表
す
地
名
が
現
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
　

神
楽
歌　

湯
神
子
出
立
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辰
巳
よ
り　

吹
く
る
風
は
神
風
な
れ
は　

し
き
波
よ
す
る　

津
嶌
の
渡
り

　

初
段
湯
取
神
子

す
へ
ら
き
の　

高
天
の
原
に
高
て
ら
す　

食
国
も
多
に
あ
り
た
く
と　

其
尾
羽
張
の
名
に
か
よ
ふ　

尾
張
の
国
の
こ
ゝ
も
又　

有
根
よ

し
と
て
磯
城
島
の　

金
利
の
宮
に
あ
め
の
し
た　

し
ろ
し
め
し
け
ん
大
君
の　

元
年
の
六
月
や　

津
嶌
の
渡
り
に
宮
ど
こ
ろ　

創
た
ま

ひ
て
八
重
垣
の　

千
重
に
栄
ふ
る

　（
二
）〈
二
段	

小
童
弓
之
式
〉

　

小
童
が
大
口
直
垂
を
着
用
し
て
、
四
方
や
中
央
を
矢
で
射
る
仕
草
を
す
る
⑨
「
小
童
弓
矢
段
」
で
歌
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

二
段　

小
童
弓
之
式

此
神
の　

か
ん
わ
ざ
廣
き
其
中
に　

や
す
み
に
な
や
む
ひ
と
草
を　

め
く
し
と
お
ほ
し
み
そ
な
は
し　

天
の
狭
霧
を
あ
ま
つ
か
せ　

吹

拂
ふ
こ
と
は
ら
ひ
つ
　ゝ

す
が
〳
〵
し
く
ぞ
な
し
た
ま
ふ

（
三
）〈
三
段　

小
童
鋤
鍬
式
神
子
五
穀
之
式
〉

　

小
童
が
鋤
鍬
を
持
っ
て
所
作
を
す
る
、ま
た
は
神
子
が
五
穀
を
持
っ
て
所
作
を
す
る
場
面
で
歌
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
鋤
鍬
」
や
「
五

穀
」
は
春
の
田
お
こ
し
や
種
ま
き
と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
、
豊
穣
祈
願
の
春
縣
祭
（
田
遊
神
事
）
な
ど
で
も
歌
わ
れ
た
歌
詞
の
可
能

性
も
あ
る
。
一
方
、
秋
の
収
穫
を
表
す
「
秋
は
八
束
の
し
な
ひ
穂
」
と
い
う
こ
と
ば
も
出
て
く
る
の
で
、
同
様
に
、
豊
作
感
謝
の
秋
縣
祭

な
ど
で
も
歌
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

三
段　

小
童
鋤
鍬
式
神
子
五
穀
之
式
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又
は
五
つ
の
た
な
つ
も
の　

懸
祭
り
に
蒔
そ
め
て　

秋
は
八
束
の
し
な
ひ
穂
の　

露
の
恵
ハ
ひ
ろ
ぼ
こ
の　

千
足
ル
百
た
る
國
つ
民　

八
十
の
隈
路
の
く
ま
ま
で
も　

み
た
ま
の
ふ
ゆ
を
か
ふ
む
れ
り

（
四
）〈
鈴
之
舞
〉

　
「
太
々
神
楽
」
の
⑪
「
神
子
鈴
段
」
で
歌
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

鈴
之
舞

猶
も
御
こ
こ
ろ
い
さ
め
ん
と　

立
舞
ふ
子
ら
が
笛
つ
ゞ
み　

あ
な
さ
や
け
し
と
聞
食

千
五
百
の
秋
の
す
ゑ
か
け
て　

お
ほ
ん
守
り
の
と
こ
し
へ
に　

守
り
た
ま
ひ
て
安
国
の

安
か
れ
と
の
ミ
廣
前
に　

祈
る
心
は
神
そ
知
る
ら
ん

（
五
）〈
五
段	

田
植
早
乙
女
之
式
〉

　

前
掲
、「
太
々
神
楽
」
の
式
次
第
に
は
、
田
植
え
に
関
す
る
所
作
を
直
接
的
に
示
す
部
分
は
見
ら
れ
な
い
。「
太
々
神
楽
」
で
は
な
く
、

津
島
天
王
社
の
御
田
植
え
行
事
な
ど
で
歌
わ
れ
た
歌
詞
か
も
し
れ
な
い
。（［　

］
内
は
原
文
で
は
割
注
。
以
下
同
様
。）

　

五
段	

田
植
早
乙
女
之
式

栲
衾　

新シ
ラ
キ
ノ羅

国
よ
り
帰
り
ま
し　

夫ソ
ノ

嗷ク
ラ

ふ
べ
き
八ヤ

十ト

木コ

種　

捲
し
た
ま
ふ
い
つ
く
し
み

流
は
世
〳
〵
に
有
根
よ
し　

津
嶌
の
渡
り
水
清
く　

澄
る
流
れ
を
せ
き
分
る　

御
戸
代
小
田
の
早
苗
草　

と
り
〳
〵
植
る
早
乙
女
の　

声
面
白
く
う
た
ひ
け
り

［
是
ヨ
リ
鞨
鼓
ノ
役
ト
神
子
ト
掛
合
也
］
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御
代
ハ
繁
御
世
と
こ
と
ハ
に　

栄
へ
さ
か
ふ
る
時
つ
か
せ　

そ
の
魂
も
動
か
さ
す　

十
日
の
雨
の
潤
ひ
に　

彼
ノ
蝗
イ
ナ
ム
シの

さ
ハ
り
な
く　

瑞
穂
の
国
の
な
び
き
ふ
す　

民
の
竃
の
賑
か
に　

楽
し
み
尽
ぬ
千チ

五イ

百ヲ

秋ア
キ　

末
の
限
り
も
荒
金
の　

土
の
御
祖
の
鎮
め
ま
す　

地ツ
チ

よ
り

成
れ
る
恵メ
グ
ミひ
ろ
し
な

右
の
田
植
え
に
関
連
す
る
歌
の
歌
詞
で
注
目
す
べ
き
は
、「
新
羅
国
よ
り
帰
り
ま
し
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
神
が
、
大
陸

の
朝
鮮
か
ら
稲
作
の
種
を
「
持
ち
帰
っ
た
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
津
島
の
神
楽
歌
に
現
れ
る
神
に
は
固
有
名
詞
が
見
え
な
い
が
、こ
の
「
大

陸
か
ら
の
帰
還
」
と
い
う
要
素
は
、
津
島
天
王
社
の
祭
神
・
牛
頭
天
王
二
六

と
蘇
民
将
来
二
七

の
伝
承
に
お
け
る
、
牛
頭
天
王
の
「
竜
宮
か
ら

の
帰
還
」
あ
る
い
は
渡
来
神
と
し
て
の
性
質
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
六
）〈
六
段　

恵
美
寿
舞
〉

　

前
掲
、「
太
々
神
楽
」
の
式
次
第
に
は
見
え
ず
、
ど
こ
で
歌
わ
れ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
伊
勢
の
太
々
神
楽
で
は
や
は
り
「
恵

比
寿
舞
」
が
行
わ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
り
（
本
田　

一
九
九
五
（
一
九
五
四
）
：
四
〇
）、
津
島
の
「
太
々
神
楽
」
で
も
行
わ
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

六
段　

恵
美
寿
舞　

父カ
ゾ

母イ
ロ

の
任ヨ
ギ

し
給
ひ
し
詔
り　

守
り
給
ひ
て
浮
寶
の　

御
舩
に
の
り
て
か
し
こ
く
も　

風
の
ま
に
〳
〵
沖
津
波　

よ
す
る
海
辺
の
動
き
な

き　

磐
根
に
跡
を
卜シ
メ

給
ひ　

釣
す
る
業
に
遊
ひ
つ
　ゝ

外
に
求
る
事
も
な
く　

笑
楽
し
め
る
心
も
て　

流
の
ま
ゝ
に
民
を
撫　

さ
な
が

ら
波
も
た
ゝ
ぬ
世
に　

御
心
富
に
あ
れ
満ミ
チ

て　

四
ヨ
ツ
ノ

海
に
も
溢ア
フ

れ
け
ん　

其
御
姿
を
今
爰
の　

斎ユ
ニ
ハ場
に
遷ウ
ツ
シた
て
ま
つ
り　

百
ヲ
ホ
ン
ダ
カ
ラ
姓
の
身
を
安

く　

福
家
に
か
さ
り
て　

夜
ル
の
護マ
モ
リに

日
の
護
り　

守
る
恵
ハ
神
に
任
せ
ん

縦1-寺内.indd   12 2019/12/23   13:43:16



一
三

神戸大学 大学院国際文化学研究科『国際文化学研究』53 号（2019）

（
七
）〈
七
段	

神
子
小
童
不
残
立
舞
〉

　
「
太
々
神
楽
」
の
⑬
「
山
廻
リ
ノ
段
」
で
歌
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

七
段　

神
子
小
童
不
残
立
舞

神
垣
や　

御
ま
へ
の
松
の
と
こ
と
ハ
に　

つ
か
へ
ま
つ
ら
ん
千
年
萬
代

波
た
ゝ
ぬ　

御
代
を
そ
祈
る
有
根
よ
し　

津
嶋
渡
り
の
神
の
宮
居
に

此
神
の　

守
り
ハ
た
ゝマ
マ

ぬ
八
重
垣
の　

内
津
御
國
そ
猶
栄
ふ
ら
し

（
八
）〈
八
段	

山
廻
リ
津
島
笛
〉

　

前
掲
「
太
々
神
楽
」
の
次
第
で
は
、「
津
島
笛
」
の
方
が
「
山
廻
リ
」
よ
り
前
に
出
て
来
る
が
（
表
一
参
照
）、「
山
廻
リ
津
嶌
笛
」
と
い

う
表
記
で
は
、
両
者
が
一
体
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
つ
ま
り
、「
楽
」
と
「
太
鼓
」
か
ら
成
る
〈
津
島
笛
〉
の
伴
奏
に
よ
っ
て
、

小
童
、
神
子
ら
が
舞
う
の
が
「
山
廻
リ
」
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。〈
八
段　

山
廻
リ
津
島
笛
〉
の
説
明
に
は
歌
詞
の
掲
載
は
な
く
、
次

の
よ
う
な
演
奏
者
や
音
楽
に
関
す
る
説
明
が
あ
る
。

　

八
段　

山
廻
リ
津
嶌
笛
［
鞨
鼓
役
五
人　

神
子
八
人　

小
童
四
人　

不
残
山
廻
リ
］

　
　
［
此
間
笛
鞨
鼓
拍
子
本
日
吉
太
鼓
留
ニ
テ
鞨
鼓
役
神
子
小
童
モ
本
座
ニ
着
］

　

右
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
鞨
鼓
、
神
子
、
小
童
の
計
一
九
人
が
残
ら
ず
立
っ
て
、
祭
壇
（
神
籬
）
の
ま
わ
り
を
輪
を
作
っ
て
廻
り
歩
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
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（
九
）〈
千
秋
楽
神
謌
〉

　
「
太
々
神
楽
」
の
最
後
に
歌
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

千
秋
楽
神
謌
［
鞨
鼓
五
人
］

松
竹
の
と
き
ハ
か
き
ハ
に
し
げ
御
代
せ
ん
秋
ら
く

　
　

以
上
、
神
楽
終

　

な
お
、「
神
楽
以
下
」
宅
の
次
第
の
説
明
の
後
に
も
「
神
歌
」
が
七
首
示
さ
れ
て
い
る
二
八

。

二
ー
三
、
神
楽
を
執
行
す
る
人
々

　

以
上
の
よ
う
に
、『
張
州
雑
志
』
か
ら
「
太
々
神
楽
」
の
次
第
と
神
楽
歌
の
歌
詞
が
わ
か
る
。
神
楽
あ
る
い
は
祭
儀
を
執
行
す
る
人
員
に

つ
い
て
も
断
片
的
で
は
あ
る
が
、『
張
州
雑
志
』
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
張
州
雑
志
』
の
「
神
楽
以
下
」
の
神
楽
の
次
第
の
最
後
に
、

神
楽
を
勤
修
す
る
役
名
が
挙
っ
て
い
る
（
表
一
⑯
右
側
参
照
）
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
太
々
神
楽
」
を
演
じ
る
の
は
祝
詞
を
奏
上
す
る
祭
主
幤

使
一
人
、
権
官
六
人
、
笏
拍
子
（
木
々
合
々
）
一
人
、
揺
輪
一
人
、
神
歌
二
人
、
拜
笛
三
人
、
鼓
四
人
、
楽
（
人
数
不
明
）、
小
童
（
六
な

い
し
四
人
か
）、
小
女
（
神
子
の
こ
と
か
、
四
な
い
し
六
人
か
）、
大
行
司
二
人
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
津
島
天
王
社
に
は
社
家
に
階
層
が
あ
り
、
役
割
を
分
担
し
て
い
た
『
津
島
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な

家
が
あ
っ
た
（
津
島
町	

一
九
三
八
、五
五
八
〜
五
五
九
頁
）。『
津
島
町
史
』
の
記
述
は
各
家
に
伝
わ
る
古
文
書
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
中
世
に
遡
る
古
い
由
来
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

神
主
一
員
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氷
室
氏

神
官
五
員

　

堀
田
右
馬
太
夫　

　

河
村
牛
之
太
夫　

　

堀
田
番
頭
太
夫　

　

真
野
門
之
太
夫　

　

服
部
源
八
太
夫

神
楽
方
七
員

　

村
主
勾
当
太
夫　

　

平
野
但
馬
太
夫　

　

大
矢
部
刑
部
太
夫

　

服
部
又
四
郎
太
夫
［
村
主
行
司
太
夫
と
林
行
司
太
夫
で
隔
年
に
奉
仕
］

　

彦
太
夫　

　

氷
室
光
太
夫　

　

服
部
乙
若
太
夫

神
子
方
五
員

　

堀
田
左
一
太
夫　

　

宇
都
宮
右
一
太
夫　

　

堀
田
開
田
太
夫　

　

大
矢
部
孫
七
太
夫　
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服
部
左
源
太
夫

庶
子
祢
宜
十
二
員

　

堀
田
太
夫　
　
（
堀
田
右
馬
太
夫
分
家
）

　

堀
田
左
太
夫　
（
堀
田
右
馬
太
夫
分
家
）

　

堀
田
権
太
夫　
（
堀
田
右
馬
太
夫
分
家
）

　

堀
田
寛
太
夫　
（
堀
田
右
馬
太
夫
分
家
）

　

堀
田
吉
太
夫　
（
堀
田
右
馬
太
夫
分
家
）

　

堀
田
三
太
夫　
（
堀
田
番
頭
太
夫
分
家
）

　

堀
田
平
太
夫　
（
堀
田
番
頭
太
夫
分
家
）

　

真
野
主
税
太
夫
（
真
野
門
之
太
夫
分
家
）

　

村
主
八
太
夫　
（
村
主
勾
当
太
夫
分
家
）

　

村
主
武
太
夫　
（
村
主
勾
当
太
夫
分
家
）

　

平
野
治
部
太
夫
（
平
野
但
馬
太
夫
分
家
）

　

氷
室
作
太
夫　
（
氷
室
光
太
夫
分
家
）

　
「
神
官
」
は
祝
詞
を
読
む
な
ど
の
神
事
を
行
い
、「
神
楽
方
」
は
「
太
々
神
楽
」
の
演
唱
や
奏
楽
な
ど
を
担
当
す
る
役
、「
神
子
方
」
は
神

子
を
出
す
家
と
思
わ
れ
る
。

二
ー
四
、『
張
州
雑
志
』「
太
々
神
楽
之
図
」

　

次
に
、『
張
州
雑
志
』
に
見
え
る
絵
図
を
読
み
解
い
て
み
よ
う
。
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図二　『張州雑誌』巻七三「太々神楽之圖」（名古屋市、蓬左文庫蔵）
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『
張
州
雑
志
』
に
は
、す
で
に
紹
介
し
た
文
字
に
よ
る
説
明
の
ほ
か
に
、彩
色
さ
れ
た
肉
筆
画
の
「
太
々
神
楽
之
圖
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

神
楽
の
場
面
を
側
面
か
ら
俯
瞰
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る（
図
二
）。図
二
ａ
は
図
二
の
書
き
起
こ
し
図
で
あ
る
。画
面
左
に
祭
壇
が
あ
る
。

祭
壇
の
脇
に
は
儀
式
で
使
用
す
る
弓
、
矢
、
鍬
、
鋤
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
御
幣
を
持
っ
て
祭
壇
に
向
っ
て
い
る
の
が
「
祭
主
幤
使
」（
図
二
ａ
、
●
◯
で
表
示
）
と
思
わ
れ
る
。
続
い
て
、
祭
壇
に
近
い
場
所
、

奥
と
手
前
二
列
に
白
衣
・
烏
帽
子
で
座
っ
て
い
る
六
人
が
い
る
。「
権
官
」（
◯
で
表
示
）
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
湯
釜
に
近
い
位
置
に
、

六
人
の
前
髪
の
あ
る
男
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
弓
矢
段
を
演
じ
る
「
小
童
」
と
思
わ
れ
る
（
△
で
表
示
）。

小
童
に
続
き
、
天
冠
を
つ
け
た
女
性
が
六
人
見
え
る
。
こ
れ
が
「
神
子
」
と
思
わ
れ
る
（
▲
で
表
示
）。

　

神
子
に
続
く
の
は
烏
帽
子
・
直
垂
の
男
性
で
神
楽
方
と
思
わ
れ
る
（
◯
で
表
示
）。
奥
の
列
に
六
人
、

手
前
の
列
に
一
〇
人
描
か
れ
て
い
る
。
奥
の
列
、
神
子
の
す
ぐ
右
隣
の
人
物
の
前
に
、
浅
い
丸
い
桶
の

よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
揺
輪
」
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
手
前
の
列
の
左
か
ら
四

人
目
、
六
人
目
、
七
人
目
の
男
性
の
前
に
鼓
（
鞨
鼓
）
が
置
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
見
え
な
い
だ

け
で
、
実
際
に
は
こ
の
列
の
他
の
男
性
の
前
に
も
鼓
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
八
人
目
の
男
性
の
前
に
は
三
つ
巴
の
装
飾
が
つ
い
た
大
太
鼓
が
描
か
れ
て
い
る
。
烏
帽
子
の
男

性
群
の
右
側
（
こ
の
祭
場
の
一
番
下
座
）
に
は
、
烏
帽
子
を
着
け
な
い
裃
姿
の
男
性
が
十
四
人
、
羽
織

姿
の
男
性
が
三
人
、
比
較
的
雑
然
と
座
っ
て
い
る
（
□
で
表
示
）。
い
ず
れ
も
帯
刀
し
て
い
る
。
右
以

外
の
天
王
社
の
役
人
、
も
し
く
は
講
員
と
思
わ
れ
る
。

二
ー
五
、
そ
の
他
の
江
戸
時
代
の
絵
図
に
見
る
「
太
々
神
楽
」

　

現
在
、
津
島
市
立
図
書
館
で
は
館
長
の
園
田
俊
介
氏
が
中
心
と
な
り
、
津
島
の
祭
礼
に
関
す
る
版
画

な
ど
を
収
集
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し
て
い
る
二
九

。
そ
の
中
に
、
江
戸
時
代
後
期
の
作
と
思
わ

図二ａ『張州雑誌』巻七三「太々神楽之圖」書き起こし平面図
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れ
る
太
々
神
楽
の
図
が
二
点
あ
る
。
い
ず
れ
も
版
画
で
現
在
は

軸
装
さ
れ
て
い
る
。
版
画
な
の
で
量
産
す
る
こ
と
が
可
能
で
、

園
田
氏
に
よ
れ
ば
、
参
詣
を
済
ま
せ
た
講
員
が
記
念
に
持
ち
帰

る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

（
一
）「
日
本
惣
社　

津
島
牛
頭
天
王
太
々
御
神
楽
之
圖
」（
版
画
、

軸
装
、
版
元
不
明
）

　

画
面
の
上
部
中
心
に
祭
壇
を
描
き
、
ほ
ぼ
左
右
対
称
の
遠
近

法
で
場
面
を
描
く
。
全
体
に
御
簾
の
線
な
ど
も
細
か
く
精
緻
で

図三ａ
「日本惣社　津島牛頭天王太々御神楽

之圖」書き起こし平面図

図三「日本惣社　津島牛頭天王太々御神楽之圖」（津島市、津島市立図書館蔵）
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あ
る
。
図
の
下
部
に
行
く
ほ
ど
手
前
の
空
間
に
な
る
。
人
物
は
左
右
二
列
に
並
ん
で
お
り
、奥
の
祭
壇
の
前
に
は
御
幣
を
持
つ
「
祭
主
幤
使
」

と
思
わ
れ
る
人
物
が
描
か
れ
る
。
続
い
て
、
祭
壇
に
近
い
ほ
う
か
ら
白
衣
・
烏
帽
子
の
「
権
官
」
と
思
わ
れ
る
人
々
が
左
右
三
人
ず
つ
（
計

六
人
）、
弓
と
鍬
鋤
を
前
に
置
い
た
「
小
童
」
と
思
わ
れ
る
少
年
が
左
右
二
人
ず
つ
（
計
四
人
）
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
三
、
図
三
ａ
）。

　

続
い
て
、「
神
子
」
が
左
右
四
人
ず
つ
（
計
八
人
）
描
か
れ
て
い
る
が
、
左
列
の
一
番
下
座
の
一
人
だ
け
が
天
冠
を
被
っ
て
い
て
、
座
の

前
に
は
鈴
と
紐
の
束
の
よ
う
な
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
。
鈴
は
「
鈴
段
」
を
舞
う
時
に
使
用
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
列
の

一
番
下
座
の
神
子
の
前
に
は
笹
を
束
ね
た
も
の
が
二
つ
置
か
れ
て
い
る
。
湯
を
取
る
時
に
使
用
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

神
子
の
さ
ら
に
下
座
に
は
、
左
右
五
人
ず
つ
（
計
一
○
人
）
の
烏
帽
子
、
直
垂
姿
の
男
性
が
座
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
前
に
は
鼓
（
鞨
鼓
）

が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
画
面
手
前
、
画
面
を
見
る
者
に
背
を
向
け
る
形
で
、
烏
帽
子
、
直
垂
の
男
性
が
五
人
描
か
れ
て
い
る
が
、
一

番
左
の
男
性
の
前
に
は
鼓
面
が
絵
で
装
飾
さ
れ
た
大
太
鼓
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
太
鼓
の
右
側
に
い
る
三
人
は
樺
巻
の
つ
い
た
棒

の
よ
う
な
物
を
立
て
て
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
張
州
雑
志
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
拜
笛
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
数
等
は
多
少
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
絵
図
の
人
員
は
前
掲
『
張
州
雑
志
』
の
記
述
に
出
て
来
る
諸
役
に
お
お
む
ね
同

定
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
図
に
は
「
揺
輪
」
に
当
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
版
画
で
一
点
注
目
す
べ
き
は
、
左
側
の
御
簾
の
外
に
、
雅
楽
の
楽
器
を
演
奏
す
る
四
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
楽
器
は
楽
太
鼓
、
笙
、
篳
篥
、
横
笛
で
あ
る
。
こ
の
四
人
は
裃
姿
で
烏
帽
子
は
着
け
て
お
ら
ず
、
祭
祀
を
行
う
神
官
で
は
な

い
と
推
測
さ
れ
る
。
雅
楽
は
本
来
、「
太
々
神
楽
」
と
は
別
の
音
楽
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
が
、
津
島
の
神
職
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
禁
裏
楽
人

か
ら
雅
楽
を
習
っ
て
い
た
伝
統
が
あ
る
の
で
（
寺
内　

二
○
一
七
）、
い
つ
の
頃
か
ら
か
「
太
々
神
楽
」
の
折
に
も
、
献
饌
、
撤
饌
の
時
な

ど
に
雅
楽
の
奏
楽
を
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
前
掲
、
表
一
の
④
で
神
酒
や
供
物
を
捧
げ
る
時
に
「
笛
太
鼓
」
と

あ
る
の
で
、
こ
れ
が
雅
楽
演
奏
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
二
）「
津
嶋
太
々
御
神
楽
之
圖
」（
版
画
、
軸
装
、
版
元
不
明
）（
図
四
）
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こ
の
絵
図
も
画
面
の
上
部
中
心
に
祭
壇
を
描
き
、
ほ
ぼ
左
右
対
称
の
遠
近
法
で

「
太
々
神
楽
」
の
場
面
を
描
く
。
祭
壇
の
前
に
祝
詞
を
読
む
「
祭
主
幣
使
」
を
描
く
。

祭
壇
に
近
い
ほ
う
か
ら
「
小
童
」
が
左
右
二
人
ず
つ
（
弓
と
鋤
鍬
を
近
く
に
置
い

て
い
る
）
座
っ
て
い
る
。
次
に
、
色
付
き
の
衣
の
神
子
が
左
右
二
人
ず
つ
座
る
。

さ
ら
に
、白
衣
（
千
早
）
を
着
た
神
子
が
左
列
に
三
人
、右
列
に
二
人
座
っ
て
い
る
。

左
の
い
ち
ば
ん
下
座
の
神
子
の
前
に
は
紐
付
き
の
鈴
、
右
列
の
い
ち
ば
ん
下
座
の

神
子
の
前
に
は
二
本
の
笹
束
が
置
か
れ
て
い
る
。
右
列
の
神
子
の
続
き
に
は
鼓
（
鞨

鼓
）
を
前
に
置
い
た
男
性
が
五
人
座
っ
て
い
る
。
一
方
、
左
列
の
神
子
か
ら
四
人

目
（
後
ろ
姿
）
の
男
性
の
前
に
は
大
太
鼓
が
置
か
れ
て
い
る
。
画
面
下
部
（
も
っ

と
も
手
前
）
の
男
性
数
人
は
後
ろ
姿
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
楽
器
を
持
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
確
認
で
き
な
い
。
前
出
（
一
）「
日
本
惣
社　

津
島
牛
頭
天
王

太
々
御
神
楽
之
圖
」
と
同
様
に
、「
揺
輪
」
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
絵
図
に
も
、「
太
々
神
楽
」
を
行
う
部
屋
の
左
隣
の
別
室
に
雅
楽
を
演
奏
す

る
五
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
楽
器
は
上
座
に
近
い
ほ
う
か
ら
、笙
、篳
篥
、笛
、太
鼓
、

鞨
鼓
で
あ
る
。
奏
楽
し
て
い
る
楽
人
の
服
装
は
裃
、
烏
帽
子
無
し
の
姿
で
、
神
職

で
は
な
い
人
々
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）「
津
嶋
太
々
御
神
楽
之
圖
」（
版
画
、
軸
装
、）『
津
島
町
史
』

　

も
う
一
点
、「
太
々
神
楽
」
の
図
を
紹
介
す
る
。『
津
島
町
史
』
六
○
二
頁
と
六
○
三
頁
の
間
に
は
江
戸
時
代
後
期
の
作
と
思
わ
れ
る
図

版
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
画
面
の
左
下
す
み
に
「
江
□
雄
伴
冩
（
花
押
）」
と
あ
る
。
古
い
写
真
な
の
で
、
版
本
な
の
か
、
肉
筆
な
の
か
が 図四「津嶋太々御神楽之圖」（津島市、津島市立図書館蔵）
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判
然
と
し
な
い
。「
太
々
神
楽
」
を
右
斜
め
後
ろ
か
ら
俯
瞰
し
た
図
で
あ
る
（
図
五
）。

　

祭
壇
の
前
で
祭
主
が
祝
詞
を
読
ん
で
い
る
。
祭
壇
の
前
に
は
鈴
が
、
祭
壇
の
脇
に
は
弓
と
鍬
が
置
か
れ
て
い
る
。
祭
主
の
後
方
、
画
面

中
央
付
近
に
は
湯
釜
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
に
笹
が
置
か
れ
て
い
る
。
祭
壇
に
近
い
位
置
か
ら
、
左
右
二
列
に
分
か
れ
、
白
衣
の
「
権
官
」

と
思
わ
れ
る
男
性
が
六
人
座
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、「
小
童
」
と
思
わ
れ
る
少
年
が
六
人
い
る
。「
小
童
」
の
う
し
ろ
に
神
子
が
六

人
い
る
。
右
列
の
神
子
の
左
隣
の
神
職
の
前
に
は
浅
い
丸
桶
の
よ
う
な
物
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
揺
輪
」
と
思
わ
れ
る
。
左
列
に
は
神

子
の
次
に
五
人
の
男
性
が
座
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
人
の
前
に
鼓
（
鞨
鼓
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
湯
釜
の
後
方
に
は
、
大
太
鼓
一
台
と

能
の
太
鼓
と
同
様
の
締
め
太
鼓
二
面
が
置
か
れ
て
い
る
三
〇

。
太
鼓
の
前
に
は
奏
者

が
座
っ
て
い
る
。
画
面
右
下
に
は
裃
姿
の
男
性
が
五
人
い
る
。
画
面
左
上
に
は
雅

楽
の
楽
人
が
描
か
れ
て
い
て
、
右
か
ら
笙
、
篳
篥
、
太
鼓
、
鞨
鼓
、
笛
と
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
楽
人
は
、（
一
）「
日
本
惣
社　

津
島
牛
頭
天
王
太
々

御
神
楽
之
圖
」
や
（
二
）「
津
嶋
太
々
御
神
楽
之
圖
」
の
楽
人
と
異
な
り
、
こ
の
絵

図
で
は
（
鼓
や
太
鼓
を
担
当
す
る
）
神
楽
方
の
神
職
た
ち
と
同
じ
模
様
の
装
束
と

烏
帽
子
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

　
（
一
）
〜
（
三
）
ま
で
の
、
恐
ら
く
江
戸
後
期
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
図
版
に

共
通
し
て
い
る
の
は
、『
張
州
雑
志
』
で
説
明
さ
れ
て
い
る
「
太
々
神
楽
」
の
構
成

員
（
祭
主
、
権
官
、
湯
立
神
子
、
鈴
神
子
、
小
童
、
鼓
役
、
笛
役
、
歌
役
）
と
、

神
楽
の
庭
の
外
（
多
く
は
、
そ
の
左
側
の
別
室
）
で
雅
楽
を
奏
す
る
楽
人
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、津
島
天
王
社
で
は
、幕
末
に
は
す
で
に
、

年
中
行
事
の
中
で
雅
楽
の
奏
楽
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

図五「津島太々御神楽之圖」（『津島町史』より）
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三
、
近
代
以
降
の
「
太
々
神
楽
」

　

昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
に
発
行
さ
れ
た
『
津
島
町
史
』
は
、さ
き
に
紹
介
し
た
『
張
州
雑
志
』
に
も
と
づ
い
た
江
戸
時
代
ま
で
の
「
太
々

神
楽
」
の
様
式
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
明
治
以
降
の
変
遷
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
記
述
は
神
社
や
講
社
の
組
織

の
改
編
に
関
す
る
も
の
が
大
部
分
で
、
残
念
な
が
ら
、
神
楽
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
神
社
や
講
社
の
組

織
の
変
化
は
、
神
楽
の
変
化
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
少
し
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
二
月
一
四
日
に
太
政
官
は
「
従
来
心
願
ト
称
シ
擅
ニ
神
楽
ヲ
社
頭
ニ
奉
納
ス
ル
ヲ
禁
ス
」
と
い
う
達

を
出
し
た
三
一

。
こ
れ
に
よ
り
、
各
神
社
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
修
し
て
い
た
祈
祷
の
神
楽
を
執
行
で
き
な
く
な
っ
た
。『
津
島
町
史
』
に
よ

れ
ば
、
津
島
の
社
家
は
維
新
後
も
旧
御
師
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
明
治
六
年
に
は
社
領
返
還
を
命
じ
ら
れ
、
神
札
の
配
布
も
禁
止
さ
れ

た
。
そ
こ
で
明
治
七
年
に
「
津
島
教
会
本
部
」
を
設
置
、
神
職
が
兼
任
し
て
旧
檀
那
の
報
賽
業
務
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
（
津
島
町

　

一
九
三
八
、六
○
七
頁
）。
筆
者
が
た
ま
た
ま
入
手
し
た
「
津
島
講
結
社
人
名
簿
」
と
い
う
資
料
三
二

に
よ
れ
ば
、
明
治
十
年
代
に
は
「
津

島
講
結
社
」
と
い
う
組
織
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

津
島
神
社　

津
島
講
結
社
人
名
簿

今
般
當
神
社
結
社
諸
国
ヘ
擴
充
ノ
儀
内
務
省
ヨ
リ
御
許
可
相
成
候
付
歡
財
ノ
筋
右
相
成
様
結
社
ノ
次
第
左
記
ノ
趣
ニ
候
条
信
心
ノ
方
々

宜
御
入
社
有
之
度
候
也

　

明
治
十
三
年
六
月　

津
島
神
社
社
務
所　
（
津
島
神
社
社
務
所
印
）

　
　
　

諸
國
信
徒
御
中

當
結
社
ハ
十
ケ
年
ヲ
以
テ
壱
期
ト
定
メ
本
社
廣
前
於
テ
講
社
中
安
全
ノ
為
メ
春
秋
神
楽
式
執
行
可
相
成
且
説
教
ノ
大
意
ヲ
教
授
シ
御
祈
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禱
上
神
札
等
モ
授
與
可
致
候
条
春
秋
之
内
一
小
社
ニ
二
名
ツ
ゝ
即
壱
期
内
ニ
全
社
中
一
回
ツ
ゝ
必
参
詣
有
之
度
候
事

右
費
用
ト
シ
テ
一
名
ニ
付
月
々
凢
壱
銭
ツ
ゝ
ノ
豫
算
ヲ
以
テ
積
立
置
参
詣
之
砌
持
参
相
成
度
候
事

　

右
に
は
ま
ず
、
内
務
省
か
ら
、
全
国
に
結
社
を
拡
充
し
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
許
可
が
下
り
た
の
で
ふ
る
っ
て
入
社
し
て
ほ
し
い
、
と
い

う
勧
誘
の
趣
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
次
に
、入
社
は
一
期
十
年
が
単
位
で
、一
小
社
（
支
部
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
る
）
か
ら
二
名
ず
つ
、

一
期
の
う
ち
に
必
ず
参
詣
し
て
、神
楽
を
上
げ
、教
義
の
講
説
を
聞
く
な
ど
し
て
ほ
し
い
と
勧
誘
し
て
い
る
。
ま
た
、そ
の
費
用
と
し
て
月
々

一
銭
ず
つ
積
み
立
て
、
参
詣
の
折
に
は
持
参
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
の
年
記
が
あ
る
津
島
講
社
の
広
告
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

広
告

津
島
講
社　

壱
口　

納
重
年
々
金
拾
弐
銭
ツ
ゝ

太
〻
御
神
楽													

十
ケ
年
ノ
間
年
々
四
月
二
日
ヨ
リ
五
月
十
六
日
迄
四
十
五
日
間
執
行
相

成
候
間
豫
テ
渡
置
処
ノ
鑑
札
持
参
御
参
詣
有
之
度
候

　

但　

講
社
員
御
参
拝
ノ
節
ハ
平
日
タ
リ
ト
モ
納
金
ノ
内
ヲ
以

　
　
　

休
泊
共
支
拂
被
済
度
事

明
治
十
四
年

　

右
の
広
告
に
は
、「
太
々
神
楽
」
が
四
月
二
日
か
ら
五
月
一
六
日
ま
で
の
四
五
日
間
執
行
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
二
十
年
代
以
降
の
歴
史
を
再
び
『
津
島
町
史
』
で
た
ど
る
。
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
九
月
二
六
日
に
「
附
属
太
々
講
社
」
と
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い
う
組
織
が
で
き
、
津
島
教
会
が
行
っ
て
い
た
神
札
の
配
布
を
講
社
で
行
う
こ
と
に
な
り
、
旧
御
師
が
「
結
社
係
」
と
い
う
名
目
で
業
務

を
担
当
し
た
。
ま
た
、
明
治
二
六
年
に
は
、
講
員
は
結
社
係
の
自
宅
に
宿
泊
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
明
治
三
五
年
に
も

規
則
改
正
が
あ
っ
た
と
い
う
（『
津
島
町
史
』、
六
○
七
頁
）。

　

な
お
、「
太
々
神
楽
」
の
奉
奏
期
間
は
、
明
治
三
二
年
頃
は
二
月
一
五
日
〜
四
月
一
五
日
の
二
ヶ
月
、
明
治
三
五
年
か
ら
は
三
月
二
四
日

〜
四
月
二
四
日
ま
で
の
一
ヶ
月
、
明
治
四
五
年
か
ら
は
四
月
一
日
か
ら
の
一
ヶ
月
に
改
め
、
今
日
（
＝
町
史
が
完
成
し
た
昭
和
一
三
年
）

に
至
っ
て
い
る
と
い
う
（『
津
島
町
史
』
六
○
七
頁
）。

　

さ
ら
に
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
津
島
神
社
が
国
幣
小
社
に
昇
格
し
た
こ
と
を
機
に
、
翌
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
も
講
社

規
則
の
改
正
が
あ
っ
た
と
い
う
（『
津
島
町
史
』
六
○
七
〜
六
○
八
頁
）。
こ
の
昭
和
二
年
に
は
、前
述
の
よ
う
に
、従
来
の
神
子
舞
を
改
め
、

宮
内
省
楽
師
の
多
忠
朝
に
よ
る
〈
八
雲
舞
〉
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
津
島
神
社
の
神
職
た
ち
は
、
江
戸
時
代
ま
で
の
信
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
な
が
ら
、
激
動
の
明
治
時
代
を
生
き

延
び
、「
太
々
神
楽
」
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
時
代
の
神
楽
の
内
容
は
江
戸
時
代
と
同
じ

で
あ
っ
た
の
か
は
、
記
録
が
少
な
く
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
恐
ら
く
、
神
子
舞
が
大
正
一
五
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
て
、
昭
和
二
年
に
〈
八
雲
舞
〉

が
導
入
さ
れ
た
時
、
こ
れ
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
、
揺
輪
、
小
童
の
弓
矢
段
、
津
島
笛
・
山
廻
リ
な
ど
の
所

作
が
い
つ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　

旧
来
の
所
作
の
存
続
状
況
と
並
ん
で
気
に
な
る
の
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
御
神
楽
の
〈
其
駒
〉
の
導
入
時
期
で
あ
る
。
次
に
津
島
神

社
に
お
け
る
〈
其
駒
〉
奉
奏
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

四
、
御
神
楽
〈
其
駒
〉
導
入

　

宮
中
で
行
わ
れ
る
御
神
楽
の
演
奏
は
、
江
戸
時
代
ま
で
は
特
定
の
家
柄
だ
け
に
許
さ
れ
て
い
た
。
堂と
う

上し
ょ
う

貴
族
で
は
綾
小
路
、
持
明
院
な

ど
の
家
が
神
楽
歌
を
担
当
し
、
地ぢ

下げ

楽
人
で
は
京
都
方
の
多お
お
の（
歌
、
和
琴
、
人
長
舞
）、
山や
ま

井の
い

（
神
楽
笛
）、
安
倍
（
篳
篥
、
人
長
舞
）
な
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ど
の
家
だ
け
が
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
以
降
、
御
神
楽
の
特
定
の
家
に
よ
る
伝
承
は
廃
止
さ
れ
る
が
、
民
間
人
に

よ
る
奏
楽
が
可
能
に
な
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
時
間
が
か
か
っ
た
。

　

ま
ず
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
、
神
楽
歌
や
楽
器
の
特
定
の
家
に
よ
る
独
占
が
停
止
さ
れ
、
楽
人
に
広
く
習
得
の
道
が
開
か
れ
た
三
三

。

地
下
楽
人
も
神
楽
歌
を
習
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
地
下
の
多
、
山
井
、
安
倍
各
家
が
独
占
し
て
き
た
和
琴
や
篳
篥
、
神
楽
笛
の

伝
承
も
、
そ
れ
以
外
の
南
都
方
、
天
王
寺
方
の
地
下
楽
人
が
習
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
三
年
に
新
し
く
東
京
に
設
置
さ
れ
た
雅

楽
局
（
後
の
宮
内
省
式
部
職
楽
部
三
四

）
に
召
集
さ
れ
た
地
下
楽
人
た
ち
は
、
御
神
楽
の
稽
古
に
熱
心
に
励
ん
だ
。
し
か
し
な
お
、
宮
中
以

外
の
場
所
で
、
雅
楽
局
の
楽
人
以
外
が
御
神
楽
を
奏
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
時
間
が
か
か
っ
た
。
そ
の
様
子
を
伊
勢
神

宮
の
例
で
見
て
み
よ
う
。

　

伊
勢
神
宮
に
限
ら
ず
、
全
国
の
神
社
は
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
二
月
一
四
日
の
太
政
官
の
達
に
よ
り
、
社
頭
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の

よ
う
に
社
伝
の
神
楽
を
自
由
に
奏
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
水
原
渭
江
や
嶋
津
宣
史
の
論
文
に
よ
れ
ば
、

伊
勢
神
宮
で
は
、
い
ず
れ
は
神
官
が
み
ず
か
ら
唐
楽
（
舞
楽
）
や
御
神
楽
を
演
奏
で
き
る
よ
う
に
、
雅
楽
局
に
繰
り
返
し
伝
習
を
願
い
出

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
神
宮
の
官
員
は
雅
楽
の
伝
習
を
許
さ
れ
、
明
治
五
年
一
〇
月
か
ら
六
年
一
月
に
か
け
、
京
都
に
赴
き
、
当
時
京
都

に
あ
っ
た
西
京
雅
楽
出
張
所
三
五

で
勢
力
的
に
稽
古
に
励
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
時
習
得
で
き
た
の
は
唐
楽
の
み
で
、
御
神
楽
の
伝
習
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
。
明
治
五
年
に
は
伊
勢
神
宮
の
神
嘗
祭
で
御
神
楽
が
奉
奏
さ
れ
た
が
、演
じ
た
の
は
雅
楽
局
か
ら
派
遣
さ
れ
た
伶
人
（
楽
人
）

た
ち
だ
っ
た
（
水
原　

一
九
七
三
、
嶋
津　

一
九
九
五
）。
明
治
六
年
五
月
二
七
日
に
「
神
楽
伝
習
之
儀
従
前
華
族
及
旧
楽
人
ニ
限
リ
候
処

自
今
人
民
一
般
被
差
許
候
事
」
と
い
う
達
が
出
て
、
は
じ
め
て
、
民
間
に
神
楽
伝
習
の
道
が
開
か
れ
た
三
六

。

　

津
島
神
社
の
御
神
楽
導
入
の
具
体
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
そ
れ
を
明
記
し
た
記
録
が
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
現
在
の

と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
明
治
の
御
神
楽
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
版
画
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
、
津
島

市
立
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
版
画
中
に
、「
津
島
神
社
御
神
楽
之
図
」（
明
治
一
九
＝
一
八
八
六
年
）
が
あ
る
（
図
六
、
図
六
ａ
）。

津
島
米
町
、
水
谷
長
蔵
が
出
版
し
た
と
画
面
左
下
に
奥
付
が
あ
る
。
中
央
に
榊
の
枝
を
持
つ
人
長
と
お
ぼ
し
き
舞
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
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画
面
左
手
に
は
、
奥
か
ら
、
笏
拍
子
、
横
笛
、
箏
、
篳
篥
の
演
奏
者
が
描
か
れ
て
い
る
三
七

。
同
じ
水
谷
長
蔵
版
の
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）

年
の
「
津
島
神
社
御
神
楽
之
圖
」（
未
公
開
）
に
も
、
構
図
は
や
や
異
な
る
が
、
左
側
に
笏
拍
子
、
横
笛
、
箏
、
笙
な
ど
の
楽
人
と
、
中
央

に
榊
を
手
に
持
つ
人
長
が
描
か
れ
て
い
る
。

図六「津島神社御神楽之図」（津島市、津島市立図書館蔵）

図六ａ「津島神社御神楽之図」書き起こし平面図
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こ
れ
ら
の
版
画
に
描
か
れ
て
い
る
箏
は
、
通
常
の
楽
箏
の
よ
う
な
形
状
（
一
三
絃
）
で
、
本
来
御
神
楽
に
用
い
る
和
琴
（
六
絃
、
頭
部

は
幅
が
狭
く
、
尾
部
の
方
が
幅
広
で
突
起
が
あ
る
形
状
）
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
管
見
に
よ
れ
ば
、
箏
は
江
戸

時
代
後
期
の
津
島
神
社
の
「
太
々
神
楽
」
の
図
で
は
見
え
ず
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
図
に
見
え
る
。
明
治
一
九
年
、
あ
る
い
は

二
四
年
の
版
画
の
箏
は
細
部
に
や
や
不
正
確
さ
は
見
え
る
が
、
絵
師
が
和
琴
の
つ
も
り
で
描
い
た
か
、
実
際
に
箏
で
代
用
し
て
い
た
場
面

を
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
版
画
が
御
神
楽
の
人
長
舞
を
描
く
も
の
と
す
る
と
、
御
神
楽
は
津
島
神
社
で
は
、
明
治
一
九
年

ま
で
に
は
導
入
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
三
八

。

お
わ
り
に
か
え
て
〜
伝
承
の
「
地
域
性
」
と
「
中
央
化
」

　

一
般
に
、
文
化
は
周
辺
と
の
絶
え
間
な
い
交
流
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
変
容
す
る
。
津
島
神
社
は
江
戸
時
代
後
期
、
熱
田
や
伊
勢
に
遅

れ
て
「
太
々
神
楽
」
を
修
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
形
式
は
先
行
す
る
神
楽
の
諸
形
式
あ
る
い
は
諸
要
素
（
湯
立
て
、巫
女
舞
、弓
神
楽
、

田
植
え
、恵
比
寿
舞
、山
廻
り
な
ど
）を
取
り
入
れ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
神
楽
歌
の
歌
詞
に
は
、「
有
り
根
よ
し
津
島
の
渡
り
」

な
ど
の
よ
う
に
、地
元
の
地
名
を
歌
詞
に
三
九

挿
入
し
て
独
自
性
を
出
し
た
。
江
戸
時
代
ま
で
の
神
社
は
、そ
の
由
緒
、祭
祀
、芸
能
に
お
い
て
、

多
か
れ
少
な
か
れ
、
周
辺
の
要
素
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
一
方
で
地
域
の
独
自
性
を
創
出
し
て
人
々
の
信
仰
心
に
訴
え
、
参
詣
の
ご
利
益
を

説
い
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
時
代
の
国
家
神
道
は
そ
の
地
域
性
を
排
除
し
、
国
家
の
管
理
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
地
域
と
無
関
係
な
神
職
が
中
央
の
管
理

で
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
地
域
で
伝
承
さ
れ
神
社
で
奉
奏
さ
れ
て
い
た
社
伝
の
神
楽
な
ど
の
芸
能
の
多
く
が
執
行
を
禁
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
祭
祀
に
は
何
ら
か
の
歌
舞
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
神
社
で
は
、
宮
中
で
行
わ
れ
る
奏
楽
、
舞
楽
、
御
神
楽
な
ど
を
導

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
儀
式
を
継
続
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
の
最
も
顕
著
で
か
つ
記
録
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
例
が
、
前
述
の
伊
勢
神
宮

の
雅
楽
の
導
入
で
あ
る
。

　

津
島
神
社
で
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
末
か
ら
禁
裏
楽
人
に
雅
楽
を
習
っ
て
き
た
伝
統
が
あ
り
、
伊
勢
の
よ
う
に
新
た
に
雅
楽
を
修
得
す
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る
必
要
は
な
く
、
雅
楽
の
奏
楽
に
つ
い
て
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
困
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
堀
田
馬
太
夫
家
の
堀
田
茂
之
（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
七
）
は
母
・
貞
子
と
と
も
に
桂
園
派
の
歌
人
と
し
て
有
名
だ
が
、
雅
楽

に
も
堪
能
で
、
禁
裏
楽
人
の
東
儀
文ふ
み

均な
り

の
日
記
に
よ
れ
ば
四
〇

、
東
儀
彭た
け

清き
よ
四
一

（
一
八
一
九
〜
一
八
六
八
）
の
弟
子
で
、
文
均
や
美
濃
の
豪
商
・

吉
田
氏
、
名
古
屋
の
真
宗
系
の
僧
侶
た
ち
と
し
ば
し
ば
合
奏
し
て
い
た
。
茂
之
は
『
津
島
詞
華
』
に
よ
れ
ば
、
晩
年
、
津
島
に
大
日
本
雅

楽
講
習
会
の
支
部
が
作
ら
れ
た
時
、
そ
の
講
師
と
な
り
、
会
員
の
養
成
に
尽
力
し
た
と
い
う
（
江
上　

一
九
三
五
：
九
七
）。
前
述
の
通
り
、

御
神
楽
〈
其
駒
〉
に
つ
い
て
も
明
治
十
年
代
ま
で
に
は
何
ら
か
の
方
法
で
、
津
島
の
人
々
は
修
得
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
全
国
の
神
社
と
同
様
、
明
治
以
降
の
津
島
神
社
の
祭
祀
歌
舞
は
、
信
仰
の
形
態
や
儀
式
執
行
の
形
式
と
と
も
に
、
中
央

の
雅
楽
を
規
範
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
「
中
央
化
」
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
昭
和
二
年
に
導
入
さ
れ
た
〈
八
雲
舞
〉
で

あ
ろ
う
。〈
八
雲
舞
〉
は
津
島
神
社
で
独
自
に
行
わ
れ
て
い
る
神
楽
舞
で
あ
る
点
、
津
島
神
社
の
独
自
の
伝
承
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
の
舞
は
中
央
の
宮
内
省
の
楽
人
・
多
忠
朝
が
創
作
し
、
同
じ
く
忠
朝
が
作
曲
作
舞
し
、
今
日
全
国
の
神
社
で
広
く
行
わ
れ
て
い

る
巫
女
舞
の
〈
浦
安
の
舞
〉
と
も
一
部
類
似
す
る
舞
振
り
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
種
の
中
央
化
の
一
端
に
位
置
す
る

と
言
え
る
。
さ
ら
に
、〈
八
雲
舞
〉
の
歌
詞
は
津
島
と
い
う
土
地
を
想
起
さ
せ
る
要
素
は
希
薄
で
、
む
し
ろ
出
雲
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ

の
点
、
津
島
や
尾
張
の
地
名
を
含
む
江
戸
期
の
「
太
々
神
楽
」
の
歌
詞
の
方
が
地
域
性
（
在
地
性
）
に
富
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

江
戸
期
の
神
楽
歌
の
歌
詞
に
現
れ
る
祭
神
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
固
有
名
詞
が
な
く
、〈
田
植
早
乙
女
之
式
〉
の
中
に
辛
う
じ
て
、
稲
作

技
術
の
大
陸
か
ら
の
伝
来
を
示
唆
す
る
文
言
が
あ
り
、
牛
頭
天
王
の
渡
来
神
的
性
質
と
関
連
す
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
く
ら
い
で
あ
る
。

一
方
、〈
八
雲
舞
〉
の
歌
詞
は
、
須
佐
之
男
命
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
和
歌
を
歌
詞
に
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
社
の
祭
神
が
天
皇
家
の
神

話
に
連
な
る
有
名
な
神
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
た
。
つ
ま
り
、〈
八
雲
舞
〉
の
誕
生
は
、
そ
れ
ま
で
「
太
々
神
楽
」
の
中
で
恵
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
地
域
の
「
神
」
と
し
て
謳
わ
れ
て
き
た
存
在
が
、
須
佐
之
男
命
と
い
う
記
紀
神
話

に
登
場
す
る
固
有
名
詞
に
変
身
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
初
頭
の
神
仏
分
離
に
よ
り
、
全
国
の
天
王
信
仰
の

社
に
お
い
て
須
佐
之
男
命
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
潮
流
と
深
く
関
連
し
て
い
る
四
二

。
か
く
し
て
、〈
八
雲
舞
〉
は
昭
和
二
年
以
来
す
で
に
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九
二
年
の
時
を
積
み
重
ね
、
津
島
神
社
の
新
し
い
「
太
々
神
楽
」
の
表
象
と
し
て
、
今
日
定
着
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
津
島
市
の
旧
市
街
の
本
通
付
近
や
津
島
神
社
周
辺
の
社
家
町
に
古
い
町
並
み
が
残
存
し
て
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
は
整
備
公
開

さ
れ
四
三

、一
部
は
レ
ス
ト
ラ
ン
、
カ
フ
ェ
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
二
九
年
に
建
て
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る

近
代
レ
ト
ロ
建
築
の
銀
行
の
建
物
は
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
と
し
て
観
光
客
に
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。
津
島
は
天
王
祭
や
天
王
公
園
の
藤

ま
つ
り
以
外
に
も
、年
間
を
通
じ
て
多
く
の
人
が
訪
れ
る
魅
力
的
な
街
づ
く
り
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
旧
御
師
の
邸
宅
の
保
存
、

活
用
計
画
も
あ
る
と
聞
く
。
雅
楽
や
神
楽
も
含
め
、
貴
重
な
古
い
文
化
遺
産
を
活
か
し
た
試
み
が
、
今
後
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

付
記

　

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
津
島
神
社
の
諸
行
事
で
奏
楽
を
担
当
し
て
い
る
八
雲
会
会
長
の
伊
藤
繁
氏
か
ら
、
行
事
の
執
行
や

奏
楽
に
関
し
て
多
く
の
情
報
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
津
島
市
立
図
書
館
長
の
園
田
俊
介
氏
か
ら
は
、
津
島
神
社
の
社
家
、
行
事
等
に

関
す
る
貴
重
な
資
料
を
多
数
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
謝
し
て
記
し
ま
す
。

参
照
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献
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史
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狩
野
一
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二
○
一
五
「『
藤
嶋
私
記
』
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「
尊
神
三
国
降
跡
」
章
に
つ
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―
真
野
時
綱
の
論
理
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ぐ
っ
て
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知
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大
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文
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文
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研
究
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』
一
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。
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二
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『
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天
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。
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二
〇
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〜
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。

鈴
木
正
崇　
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〜
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社
音
楽
協
会　

一
九
九
七
年
『
神
前
音
楽
』（CD

）
東
京
、
ポ
リ
グ
ラ
ム
、D

CI-17075.	

塚
原
康
子　

二
○
○
九
『
明
治
国
家
と
雅
楽
―
伝
統
の
近
代
化
／
国
楽
の
創
成
』
東
京
、
有
志
舎
。

寺
内
直
子　

二
〇
一
〇
『
雅
楽
の
〈
近
代
〉
と
〈
現
代
〉
―
継
承
・
普
及
・
創
造
の
軌
跡
』
東
京
、
岩
波
書
店
。　

―
―　

二
○
一
六
「「
治
乱
太
平
」
の
響
き
―
紀
元
二
千
六
百
年
新
作
舞
楽
〈
悠
久
〉
と
〈
昭
和
楽
〉」『
東
洋
音
楽
研
究
』
八
一
、一
〜
二
四
。

―
―　

二
〇
一
七
「
知
と
技
の
伝
播
と
共
有
―
美
濃
高
須
の
豪
商
吉
田
家
の
文
化
活
動
」『
日
本
文
化
論
年
報
』
二
○
、
一
〜
四
二
。

内
藤
正
参
（
東
甫
）
著
、
赤
林
信
定
編
、
一
七
八
九
『
張
州
雑
志
』（
影
印
本　

一
九
七
五
〜
七
六
、
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
刊
、
活
字

本
『
張
州
雑
志
抄
』（「
津
島
叢
書　

第
一
」
一
九
三
二
、
津
島
神
社
刊
）。

林
謙
三　

一
九
八
九
「
御
神
楽
」
の
項
、
上
参
郷
祐
康
、
蒲
生
郷
昭
、
平
野
健
次
編
『
日
本
音
楽
大
事
典
』
東
京
、
平
凡
社
、
三
八
四
〜

三
八
六
。

本
田
安
次　

一
九
九
五
「
伊
勢
神
楽
考
」（「
伊
勢
の
神
楽
」『
霜
月
神
楽
之
研
究
』（
一
九
五
四
、
明
善
堂
書
店
）
の
改
稿
）『
本
田
安
次
著

作
集　

日
本
の
伝
統
芸
能
第
七
巻　

神
楽
Ⅶ
』
東
京
、
錦
正
社
、
一
〜
五
二
。

水
原
渭
江　

一
九
七
三
「
伊
勢
神
宮
雅
楽
関
係
資
料
に
つ
い
て
」『
雅
楽
界
』
五
一
、九
一
〜
一
一
五
。
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註一　

二
〇
一
九
年
七
月
一
日
現
在
で
人
口
六
二
四
二
七
人
。
津
島
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
津
島
市
の
人
口
」
よ
り
。

　

https://w
w
w
.city.tsushim

a.lg.jp/shisei/toukeijouhou/tsushim
ajinkou.htm

l
二　

津
島
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
。http://tsushim

ajinja.or.jp/m
ap.htm

l

三　

古
く
は
旧
暦
六
月
一
四
〜
一
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。

四　

文
化
庁
「
文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
」
よ
り
。http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/288933

五　
「
文
化
財
ナ
ビ
愛
知
」
よ
り
。https://w

w
w
.pref.aichi.jp/kyoiku/bunka/bunkazainavi/m

inzoku/yukeim
inzoku/kensitei/0773.htm

l

六　
「
津
島
神
社
恒
例
祭
典
」
津
島
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
。http://tsushim

ajinja.or.jp/saiten.htm
l

七　

大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
、
津
島
神
社
が
国
幣
小
社
に
昇
格
し
た
の
を
記
念
し
て
、
宮
内
省
楽
師
の
多
忠
朝
に
作
成
を
依
頼
し
た
と
い
う
。
津
島
神
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
津
島
神
社
恒
例
祭
典
」「
大
々
講
神
楽
」
の
項
よ
り
。http://tsushim

ajinja.or.jp/saiten.htm
l

八　

二
年
前
ま
で
は
、
こ
の
ほ
か
朝
八
時
半
か
ら
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
も
あ
っ
た
と
い
い
（
八
雲
会
会
長
・
伊
藤
繁
氏
談
、
二
○
一
九
年
三
月
一
四
日
）、
時
代
に
よ
り

一
日
の
上
演
回
数
に
も
変
遷
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

九　

二
○
一
九
年
四
月
一
一
日
は
太
食
調
の
〈
長
慶
子
〉
だ
っ
た
。

一
〇　

大
正
一
五
年
一
〇
月
一
日
付
け
で
国
幣
小
社
に
昇
格
。
そ
れ
と
同
時
に
大
神
神
社
か
ら
吉
村
清
享
が
津
島
神
社
に
異
動
、
宮
司
と
し
て
着
任
。
境
内
、
拝
殿

の
左
手
に
こ
れ
を
記
念
す
る
石
碑
が
あ
り
、
表
に
「
列
格
奉
告
祭
／
大
正
十
五
年
十
一
月
一
日
／
宮
司
吉
村
清
享
書
」、
裏
に
「
勅
使
御
手
植
之
樟
」
と
刻
ま
れ

て
い
る
。

一
一　

牛
頭
天
王
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
習
合
に
つ
い
て
は
鈴
木　

二
〇
一
〇
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

一
二　

塚
原
康
子
『
明
治
国
家
と
雅
楽　

伝
統
の
近
代
化
／
国
楽
の
創
成
』（
二
○
○
九
）、
付
表
一
二
頁
、
お
よ
び
神
社
音
楽
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
多
忠
朝
（
た

だ
と
も
）
に
つ
い
て
」
よ
り
。http://w

w
w
.jinjaongaku.or.jp/jp/shintom

usic/tadatom
o.htm

l

一
三　

神
社
音
楽
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
協
会
に
つ
い
て
」http://w

w
w
.jinjaongaku.or.jp/jp/about/index.htm

l
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一
四　
〈
浦
安
の
舞
〉は
今
日
も
な
お
、全
国
の
神
社
で
奉
奏
さ
れ
て
い
る
。
ま
た〈
悠
久
〉は
勇
壮
な
武
人
の
舞
で
あ
っ
た
も
の
を
巫
女
舞〈
悠
久
の
舞
〉に
改
編
し
て
、

こ
ち
ら
も
全
国
の
神
社
で
今
日
演
じ
ら
れ
て
い
る
（
詳
し
く
は
、
寺
内	

二
〇
一
○
、
二
○
一
六
参
照
）。

一
五　

SP
レ
コ
ー
ド
の
〈
鶏
鳴
楽
〉〈
朝
禮
歌
〉
な
ど
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
大
西
秀
紀
氏
の
ご
教
示
。

一
六　
〈
楽
蹲
〉〈
胡
蝶
〉〈
岩
屋
戸
神
楽
〉〈
朝
鮮
神
宮
奉
讃
唱
歌
〉
の
四
曲
は
、
国
会
図
書
館
「
歴
史
的
音
源
（
れ
き
お
ん
）」
で
試
聴
可
能
（
館
内
限
定
）。

一
七　

現
・
八
雲
会
会
長
、
伊
藤
繁
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
他
、
和
琴
の
伴
奏
譜
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
二
○
一
九
年
四
月
二
〇
日
、
メ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
）。

一
八　

伊
藤
繁
氏
の
ご
教
示
（
二
○
一
九
年
二
月
一
七
日
、
於
、
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
に
社
家
制
度
が
廃
止
に
な
り
、
太
々
講
社
が
作

ら
れ
た
頃
か
ら
何
ら
か
の
奏
楽
団
体
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、「
八
雲
会
」
と
い
う
名
称
に
な
っ
た
の
は
〈
八
雲
舞
〉
の
成
立
以
後
と
推
測
さ
れ
る
。

一
九　

一
七
世
紀
頃
の
御
所
は
、
現
存
す
る
京
都
御
所
の
作
り
（
一
八
五
五
年
、
平
安
の
古
式
に
則
り
再
建
）
と
多
少
異
な
る
。『
楽
家
録
』
所
載
の
図
の
内
侍
所

は
西
面
し
て
お
り
、
御
神
楽
は
東
を
上
座
と
し
て
執
行
さ
れ
た
。

二
〇　

一
九
七
六
年
に
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
よ
り
影
印
本
が
発
行
さ
れ
た
。
ま
た
、津
島
神
社
社
務
所
が
一
九
三
二
年
に
発
行
し
た『
張
州
雑
志
抄
』（
津
島
叢
書
、

第
一
）
は
活
字
本
で
あ
る
。

二
一　

こ
の
他
、
神
前
の
机
の
飾
り
の
形
式
、
神
楽
歌
の
歌
詞
も
小
異
で
あ
っ
た
と
『
張
州
雑
志
』
に
は
あ
る
。

　
「
津
嶌
ノ
太
々
神
楽
ハ
神
官
家
ト
神
楽
方
ト
執
リ
行
フ
処
、
大
同
小
異
有
リ
。
右
ニ
記
ル
処
ハ
神
官
執
行
ナ
リ
。
神
楽
方
ハ
神
前
ノ
飾
リ
モ
右
ト
異
リ
、
八
足
机

ヲ
用
ユ
。
形
下
圖
ス
。
神
楽
歌
モ
亦
上
ニ
記
ス
ト
異
リ
、
故
ニ
神
楽
方
ノ
次
第
下
ニ
記
ス
。」（
句
読
点
恣
意
）

二
二　

弓
神
楽
は
現
在
、広
島
県
東
部
備
後
地
方
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
正
崇
に
よ
れ
ば
、通
常
の
場
合
、祓
詞
、弓
始
め
行
事
、神
勧
請
、土
公
祭
文
、手
草
祭
文
、

結
願
祝
詞
、
奉
幤
加
持
、
お
か
ぐ
ら
祭
文
で
の
神
遊
び
、
米
を
巻
い
て
占
を
と
る
散
米
を
す
る
。
最
後
に
弓
を
揺
輪
か
ら
解
い
て
、
矢
を
五
方
に
向
っ
て
放
ち
魔

除
け
を
す
る
、
な
ど
の
所
作
が
含
ま
れ
て
い
る
（
鈴
木　

一
九
八
六
：
八
）。

二
三　

前
掲
鈴
木
論
文
に
よ
れ
ば
（
鈴
木　

一
九
八
六:

八
）、
広
島
の
弓
神
楽
で
も
五
方
を
射
る
所
作
が
あ
る
。

二
四　

筆
者
が
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
、
天
王
祭
で
実
見
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
車
楽
は
数
本
の
笛
と
、
大
太
鼓
一
つ
、
締
め
太
鼓
二
つ
に
よ
る
囃
子
。

二
五　
『
張
州
雑
志
』
巻
第
七
〇
に
は
、
正
月
六
日
か
ら
一
日
お
き
に
五
夜
行
わ
れ
る
「
田
遊
神
楽
」
の
記
述
が
あ
る
。
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二
六　

牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
の
伝
承
に
は
多
数
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
詳
し
く
は
川
村
湊
『
牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
伝
説
―
消
さ
れ
た
異
神
た
ち
』（
川

村　

二
〇
〇
七
）
な
ど
を
参
照
し
て
い
だ
き
た
い
。
ご
く
簡
潔
に
伝
承
の
骨
格
だ
け
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
牛
頭
天
王
（
ま
た
は
武
塔
天
王
）
は
竜
王

の
娘
（
婆
利
采
女
）
を
妻
と
す
る
た
め
に
竜
宮
に
赴
く
。
途
中
、
一
夜
の
宿
を
巨
旦
将
来
に
求
め
る
が
、
さ
ん
ざ
ん
に
侮
辱
さ
れ
て
断
ら
れ
る
。
次
に
蘇
民
将
来

に
宿
を
求
め
る
と
、
貧
し
い
な
が
ら
接
待
し
て
く
れ
る
。
牛
頭
天
王
は
竜
宮
に
至
り
、
婆
利
采
女
を
妻
と
し
、
八
人
の
王
子
を
も
う
け
る
。
牛
頭
天
王
は
竜
宮
か

ら
帰
っ
て
来
て
、
巨
旦
将
来
に
復
讐
し
よ
う
と
す
る
が
、
蘇
民
将
来
と
そ
の
妻
と
娘
に
は
、
茅
の
輪
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
、
助
け
る
。
巨
旦
将
来
の
一
族
な
ど
そ

の
他
の
も
の
は
皆
殺
し
に
な
っ
た
。
以
来
、
茅
の
輪
を
つ
け
、「
蘇
民
将
来
之
子
孫
也
」
と
書
い
た
札
を
つ
け
る
と
疫
病
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
い
う
。

二
七　

現
在
、
津
島
神
社
の
摂
社
の
一
つ
に
和
魂
社
が
あ
る
が
、
明
治
以
前
は
蘇
民
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
一
月
四
日
に
蘇
民
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
（『
張
州
雑
誌
』

に
記
述
あ
り
）。
蘇
民
祭
は「
和
魂
社
例
祭
」と
名
を
変
え
、現
在
も
存
続
し
て
い
る
が
、現
在
の
祭
儀
は『
張
州
雑
誌
』巻
第
七
〇
に
見
え
る
内
容
と
異
な
っ
て
い
る
。

二
八　
「
新
玉
の
春
や
立
ら
ん
も
ろ
ひ
と
の
お
ゝ
み
こ
ろ
も
の
ゆ
き
の
よ
ろ
し
も
」「
諸
人
の
お
ゝ
よ
そ
こ
ろ
も
あ
ら
た
ま
の
春
や
立
ら
ん
ゆ
き
の
よ
ろ
し
も
」「
有

根
よ
し
津
嶋
の
里
に
宮
人
の
う
つ
な
る
ひ
さ
ハ
里
も
と
ゝ
ろ
に
」「
宮
人
の
う
つ
な
る
ひ
さ
ハ
有
根
よ
し
津
嶋
の
渡
り
里
も
と
ゝ
ろ
に
」「
千
早
振
神
の
御
前
の
梓

弓
い
く
萬
代
の
た
め
し
に
や
ひ
く
」「
あ
つ
さ
弓
い
く
萬
代
の
す
ゑ
か
け
て
神
の
ミ
こ
え
に
引
も
初
け
ん
」「
宮
人
も
心
こ
と
く
に
梓
弓
ひ
き
も
た
か
え
し
千
年
よ

ろ
つ
代
」
の
七
首
。

二
九　
「
津
島
の
郷
土
版
画
」http://w
w
w
.lib.tsushim

a.aichi.jp/hanga/hanga.htm
l

三
〇　

ち
な
み
に
、
現
在
、
津
島
天
王
祭
の
車
楽
で
演
奏
さ
れ
る
の
も
、
大
太
鼓
一
つ
、
締
め
太
鼓
二
つ
、
笛
で
あ
る
（
筆
者
自
身
に
よ
る
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
、

天
王
祭
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
よ
り
）。

三
一　
『
太
政
類
典
』
第
一
編
第
一
巻
、
制
度
・
詔
勅
・
臨
御
親
裁
・
禁
令
・
布
令
掲
示
、
明
治
四
年
二
月
十
四
日
。
国
立
公
文
書
館
で
デ
ジ
タ
ル
公
開
し
て
い
る
。

https://w
w
w
.digital.archives.go.jp/das/m

eta/M
0000000000000825858

三
二　
「
名
簿
」
と
い
い
な
が
ら
名
簿
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
内
容
は
結
社
員
勧
誘
の
趣
旨
と
結
社
の
規
則
の
み
。

三
三　
『
太
政
類
典
』
第
四
六
巻
・
儀
制
・
諸
儀
式
三
・
雅
楽
、
明
治
三
年
十
月
九
日
。

三
四　

官
制
変
更
に
よ
り
所
属
部
局
、
名
称
が
数
度
に
わ
た
り
変
更
さ
れ
た
が
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
は
「
宮
内
省
式
部
職
楽
部
」。
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戦
後
は
「
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
」
と
な
る
（
詳
し
く
は
塚
原	

二
〇
〇
九	

参
照
）。

三
五　

雅
楽
局
の
関
西
支
部
。
明
治
一
○
（
一
八
七
七
）
年
ま
で
存
続
。

三
六　
『
太
政
類
典
』
第
二
編
第
五
十
巻
、
儀
制
五
・
諸
儀
式
三
。
明
治
六
年
五
月
二
七
日
。

三
七　

こ
の
版
画
に
は
、
合
わ
せ
て
、
神
子
舞
の
神
子
た
ち
と
、
神
子
舞
の
伴
奏
の
鼓
（
鞨
鼓
）
と
雅
楽
の
楽
太
鼓
が
画
面
右
側
に
描
か
れ
て
い
る
。

三
八　

版
画
と
は
別
の
資
料
と
し
て
、津
島
市
立
図
書
館
の
未
整
理
資
料
の
中
に
、〈
其
駒
〉
と
唐
楽
奏
楽
の
楽
人
配
置
を
記
し
た
墨
書
き
の
メ
モ
が
一
枚
あ
る
。〈
其

駒
〉
の
方
は
、神
前
に
向
っ
て
左
側
に
「
本
拍
子　

一
三　

笛　

和
琴　

付
哥　

人
長
」、右
側
に
「
末
拍
子　

二
四　

篳
篥
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
唐
楽
に
は
、向
っ

て
左
側
に
六
本
の
線
が
書
か
れ
て
い
て
、
四
本
目
の
線
の
外
側
に
「
笛
」、
内
側
に
「
鞨
」、
左
側
の
二
本
目
と
三
本
目
の
線
の
外
側
に
「
篳
」、
四
本
目
の
線
の

内
側
に
「
太
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
メ
モ
が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
メ
モ
が
ど
こ
の
行
事
の
こ
と
を
書

き
留
め
た
も
の
な
の
か
も
不
明
。
仮
に
津
島
神
社
の
行
事
の
メ
モ
だ
と
す
る
と
、
い
ず
れ
か
の
時
期
に
〈
其
駒
〉
は
七
人
程
度
で
奉
奏
し
、
唐
楽
は
一
三
名
程
度

で
奉
奏
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

三
九　
「
あ
り
ね
よ
し　

つ
し
ま
」
は
『
万
葉
集
』
に
す
で
に
見
ら
れ
（
巻
一
、六
二
番
「
あ
り
ね
よ
し
対
馬
の
渡
り
わ
た
な
か
に	

幣
取
り
向
け
て
は
や
帰
り
来
ね
」）、

和
歌
研
究
で
は
こ
の
「
つ
し
ま
」
は
朝
鮮
半
島
と
九
州
の
間
の
対
馬
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
狩
野　

二
○
一
五
）。
他
方
、
川
村
湊
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、

対
馬
に
は
、
対
馬
国
進
雄
の
神
霊
を
尾
張
国
海
部
郡
津
島
に
分
霊
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、「
対
馬
」
と
「
津
島
」
に
は
単
な
る
地
名
の
偶
然
の
一
致
（
？
）

を
越
え
た
関
係
が
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
依
拠
す
る
資
料
が
近
世
後
期
以
降
の
成
立
な
の
で
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
信
憑
性
に
は
疑
問

も
残
る
と
い
う
（
川
村　

二
〇
〇
七
：
一
九
九
〜
二
〇
二
）。

四
〇　

東
儀
文
均
『
楽
所
日
記
』（
国
会
図
書
館
蔵
）
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
五
月
一
三
日
条
。	

四
一　

在
京
天
王
寺
方
（
分
家
）
の
楽
人
。
専
門
は
篳
篥
。

四
二　

詳
し
く
は
鈴
木　

二
○
一
〇
、
川
村　

二
○
○
七
な
ど
参
照
。

四
三　

堀
田
家
住
宅
。
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。https://w

w
w
.city.tsushim

a.lg.jp/shokai/bunka/bunkazai/jyuuryoubunnkazai.htm
l
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三
六
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A	study	on	the	sacred	dance	daidaikô-kagura	at	Tsushima-jinja	shrine:
from	the	viewpoint	of	‘locality’	and	‘centralization’	of	performing	arts	

TERAUCHI	Naoko

　　This	 article	will	 examine	historical	 changes	 in	 the	 sacred	music	 and	dance	of	
daidaikô-kagura	 performed	 at	Tsushima-jinja	 shrine	 in	Aichi	 prefecture.	Although	
Tsushima-jinja	has	been	a	rich	and	important	shrine	since	the	mediaeval	era,	the	rituals	
and	performing	arts	at	the	shrine	have	not	been	fully	explored.	With	its	vast	territories	
and	splendid	buildings,	the	shrine	played	an	important	role	as	one	of	the	main	places	of	
go-ô shinkô	belief	(protection	against	disease	and	illness).	This	article	will	first	clarify	the	
current	situation	of	the	dance	and	music	of	daidaikô-kagura	based	on	my	own	fieldwork.	
Secondly	 it	will	explore	how	the	dance	was	conducted	 in	the	Edo	period,	and	thirdly	
how	and	when	 the	old	practices	were	 replaced	with	 the	current	dance	and	music,	
through	an	analysis	of	historical	documents.
　　The	 daidaikô-kagura	was	 an	 offering	 to	 the	 gods	 sponsored	 by	 a	 believers’	
organization	‘daidaikô.’	The	present-day	daidaikô-kagura	consists	of	‘Yakumo-mai’	dance	
performed	by	shrine	maidens	and	‘Sonokoma’	dance	by	a	male	priest.	‘Yakumo-mai’	is	
a	relatively	new	dance,	which	was	created	by	the	court	musician	Ôno	Tadatomo（1883-
1956）in	1927.	‘Sonokoma’	is	much	older,	dating	from	the	Heian	period,	and	has	been	
exclusively	played	at	court	rituals.	 It	was	only	allowed	to	be	performed	at	Tsushima	
after	 the	Meiji	Restoration.	Several	sources	of	 the	Edo	period	show	that	at	 that	 time	
daidaikô-kagura	at	Tsushima	had	a	number	of	exciting	features;	 throwing	boiled	water,	
shrine	maiden	dances,	scattering	of	rice	grains,	shooting	arrows,	and	dancing	around	the	
alter.	This	article	will	consider	the	meaning	of	 the	employment	of	‘Yakumo-mai’	and	
‘Sonokoma’	into	the	daidaikô-kagura	in	the	modern	period	in	the	light	of	‘locality’	and	
‘centralization’	of	the	performing	arts.	

Keywords:	daidaikô-kagura,	Tsushima-jinja,	Yakumo-mai,	locality,	centralization
キーワード：太々講神楽　津島神社　八雲舞　地域性　中央化
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